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はじめに

秋田県健康環境センターは、県民の「健康被害の防止」とより良い「環境の保全」への

取り組みを目的として、明治 35年に創設された旧衛生科学研究所と昭和 45年創設の旧環

境センターを統合して平成 18年 4月に誕生した県の機関です。当センターでは、それぞれ

の創設以来、県民の皆様の安全で安心な暮らしを支えていくために、試験検査や調査研究

に取り組んでおります。

試験検査は当センターの多くを占める業務であり、感染症や食品に関する細菌・ウイル

スの検査を始め、添加物や残留農薬などの食品検査、河川・湖沼・工場排水などの水質検

査、放射能測定や大気・土壌・騒音の測定など広範囲の分野で数多くの正確かつ高度な検

査を実施しております。

また、感染症の発生動向や環境中の空間放射線量、大気汚染物質等に関する情報を県民

の皆様や関係機関等に提供しているほか、出前講座等を介して「健康被害の防止」や「環

境の保全」についての意識啓発にも努めております。

さらには、地域の課題に直結した調査研究に取り組んでいるほか、国立感染症研究所等

との共同研究など全国的な研究にも参加しております。

しかし、昨年から今もなお世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症により、当

センターの業務も大きく影響を受けております。国内ではこれまで、感染拡大地域に対す

る国の緊急事態宣言が数回にわたり発出されております。これを受け、本県におきまして

も県独自の緊急事態措置が実施されました。全国的に見れば本県の感染者数は低い水準で

推移しておりますが、クラスターも発生しており、当センターにおける昨年度のＰＣＲ検

査数は、3,143件と一昨年度の約 14倍まで増えております。この間、感染者数は増減を繰

り返しており、まだまだ予断を許さない状況です。

このような状況の中ではございますが、当センターでは引き続き「健康被害の防止」と

「環境の保全」のため取り組んでまいります。

この年報は、令和２年度に当センターが取り組みました試験検査業務や調査研究の実績

の概要をとりまとめたものです。多くの皆様から御活用いただき、当センターに対する一

層の御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。

令和 3年 12月

秋田県健康環境センター所長 鈴木 嘉司憲
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Ⅰ 健康環境センターの概要





 副主幹 1  主任研究員 2  主任研究員 2  主任研究員 5  上席研究員 1  上席研究員 2

 専門員 1  研究員 1  専門員 1  専門員 1  主任研究員 5  主任研究員 2

 主査 1  研究員 2  非常勤職員 1  研究員 3  専門員 1

 技能主任 1  非常勤職員 1  非常勤職員 1  研究員 2

 非常勤職員 2  技師 1

 非常勤職員 1

計 6 計 3 計 6 計 7 計 10 計 9

所　長

保健衛生部長 理化学部長 環境保全部長

総務管理班 企画情報班 細菌班 ウイルス班 理化学班 環境保全班

企画管理室長

1．沿 革

2．庁舎の概要

1）所在地 秋田市千秋久保田町 6 番 6 号

2）敷 地 867.75 ㎡（建物建床面積）

3）建 物 鉄筋コンクリート造 5 階建 延床面積 4,553.52 m2

総職員数 45 名（正職員 35 名, 専門員 4 名，非常勤職員 6 名）

年 月 事 項

明治35. 7 衛生試験所を秋田市牛島町に設立。

明治末期 庁舎を秋田市土手長町に移転。

昭和28. 1 衛生研究所に改称。

39. 4 衛生科学研究所に改称。

39. 6 庁舎を秋田市古川堀反町（現千秋明徳
町）に新築移転。

45. 7 公害技術センターを秋田市茨島の工業試験場内
に設立。

48. 7 庁舎を秋田市八橋に新築移転（八橋庁舎）。

56. 4 環境技術センターに改称。

61. 8 庁舎を秋田市千秋久保田町に新築移転
（千秋庁舎）。

平成12. 4 環境センターに改称。
秋田市山王の県庁第二庁舎に総務班及び監視･情
報班を置く。

14. 3 八橋分室敷地内にダイオキシン類分析棟を新築。

18. 4 衛生科学研究所と環境センターを組織統合し，健康環境センターとして発足。
千秋庁舎に企画管理室及び保健衛生部を，八橋庁舎に環境部を設置。

21. 4 八橋庁舎の環境部を千秋庁舎に移転し，庁舎を統合。保健衛生部の理化学部門と環境部の
化学物質部門を統合した理化学班を環境・理化学部内に設置。組織を企画管理室，保健衛
生部及び環境･理化学部とする。

22. 4 保健所の試験検査課を統合。保健衛生部の微生物班を細菌班とウイルス班に再編し，健康
科学班を健康科学・管理班に名称変更。環境・理化学部を理化学部と環境保全部に再編。
理化学部には，理化学班を再編した食品理化学班と環境理化学班を設置。環境保全部には
環境調査班を名称変更した環境保全班を設置。

24. 4 企画管理室の総務・企画班を総務管理班と企画情報班に再編。保健衛生部の健康科学・管
理班を廃止。理化学部の食品理化学班と環境理化学班を理化学班に再編。

3．組 織 （令和 3年 4月 1 日現在）
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4．職員名簿 （令和 3 年 4 月 1 日現在）

職 名 氏 名

所 長 鈴 木 嘉 司 憲

企画管理室 室 長 大 門 洋

総務管理班 副 主 幹 （ 兼 ） 班 長 伊 藤 一 恵

専 門 員 下 間 美 香 子

主 査 須 田 宏 美

技 能 主 任 国 安 力

企画情報班 主 任 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 小 林 貴 司

主 任 研 究 員 佐 藤 寛 子

研 究 員 近 藤 麻 実

保健衛生部 部 長 斎 藤 博 之

細 菌 班 （兼）班 長
本 務

保健衛生部長 斎 藤 博 之

主 任 研 究 員 髙 橋 志 保

主 任 研 究 員 今 野 貴 之

専 門 員 鈴 木 忠 之

研 究 員 鈴 木 純 恵

研 究 員 伊 藤 佑 歩

ウイルス班 主 任 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 秋 野 和 華 子

主 任 研 究 員 藤 谷 陽 子

主 任 研 究 員 樫 尾 拓 子

主 任 研 究 員 柴 田 ち ひ ろ

主 任 研 究 員 佐 藤 由 衣 子

専 門 員 齊 藤 志 保 子

理化学部 （兼）部 長
本 務

企画管理室長 大 門 洋

理 化 学 班 上 席 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 池 田 聡 彦

主 任 研 究 員 珍 田 尚 俊

主 任 研 究 員 中 村 淳 子

主 任 研 究 員 松 渕 亜 希 子

主 任 研 究 員 村 山 力 則

主 任 研 究 員 小 川 千 春

研 究 員 古 井 真 理 子

研 究 員 藤 井 愛 実

研 究 員 若 狹 有 望

環境保全部 部 長 渡 邊 寿

環境保全班 上 席 研 究 員 （ 兼 ） 班 長 野 村 修

上 席 研 究 員 梶 谷 明 弘

主 任 研 究 員 玉 田 将 文

主 任 研 究 員 生 魚 利 治

専 門 員 和 田 佳 久

研 究 員 鎗 目 隼 平

研 究 員 鈴 木 大 志

技 師 西 村 知 将
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5. 業務内容 （令和 3 年 4 月 1 日現在）

企

画

管

理

室

総 務 管 理 班

・人事，服務

・予算，決算

・庁舎管理，庶務一般

企 画 情 報 班

・研究の企画・評価・進行管理

・センター中長期計画の進行管理

・広報，研修

・行政検査業務の管理

・危機管理

・検査の精度管理

保

健

衛

生

部

細 菌 班

・感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査

・細菌感染症及び食中毒等に係る病原微生物検査及び調査研究

・結核菌の分子疫学解析

・食品衛生監視指導に係る検査

・生活衛生に係る検査

・水質汚濁対策に係る検査

・廃棄物対策に係る検査

・地方衛生研究所衛生微生物協議会

北海道・東北・新潟ブロック支部レファレンスセンター

（カンピロバクター，百日咳，薬剤耐性菌）

・結核登録者情報調査

ウ イ ル ス 班

・感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査

・ウイルス感染症及び食中毒等に係る病原微生物検査及び調査研究

・感染症流行予測調査（日本脳炎）

・つつが虫病の抗体検査

・感染症情報センター

理

化

学

部

理 化 学 班

・食品衛生監視指導に係る検査

・家庭用品試買検査

・環境放射能水準調査

・福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査

・水質汚濁対策に係る検査

・土壌汚染対策に係る検査

・廃棄物対策に係る検査

・食品及び環境中の化学物質に関する調査研究

環

境

保

全

部

環 境 保 全 班

・大気汚染対策に係る検査

・福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査

・環境放射能水準調査

・水質汚濁対策に係る検査

・土壌汚染対策に係る検査

・生活衛生に係る検査

・騒音対策に係る検査

・化学物質対策に係る検査

・廃棄物対策に係る検査

・環境保全に関する調査研究
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6. 主要機器 （令和 3 年 4 月 1 日現在）

※同機種 2 台所有

機 器 名 規 格

ガスクロマトグラフ

アジレント・テクノロジー 7890A（FID）

アジレント・テクノロジー 7890A（FPD）

アジレント・テクノロジー 6890N（μECD）

ガスクロマトグラフ質量分析計

島津 GCMS-QP2010 Ultra

島津 GCMS-QP2010 Plus

島津 QP5000

ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計 島津 GCMS-TQ8050NX

高速液体クロマトグラフ

島津 NexeraX2

日立製作所 L-7000

日本ウォーターズ 2695

アジレント・テクノロジー 1200（DAD・FLD）

液体クロマトグラフタンデム型質量分析計 AB サイエックス QTRAP4500

イオンクロマトグラフ
サーモフィッシャー ICS-1100

DIONEX 社 DX-120

原子吸光分光光度計 バリアン・テクノロジーズ AA-280FS

ICP 発光分光分析装置 アジレント・テクノロジー 5110 VDV ICP-OES

ノルマルヘキサン自動抽出装置 ラボテック HX-1000-8

高速溶媒抽出装置
DIONEX 社 ASE-200

DIONEX 社 ASE-300

オートアナライザー ビーエルテック QuAAtro 2-HR

分離用超遠心機 日立工機 CP70MX

Ge 半導体検出器付波高分析装置

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ社 GC2518/CCⅡ-VD，

セイコーEG&G 社 MCA7

セイコーEG&G 社 GEM25-70，セイコーEG&G 社 MCA7600

PCR プロダクト検出定量システム アプライドバイオシステムズ ABI PRISM 7000

リアルタイム PCR システム アプライドバイオシステムズ 7500Fast Real-time PCR System

リアルタイム PCR 装置 日本ジェネティクス ライトサイクラー480 システムⅡ※

自動核酸精製装置 日本ロシュ・ダイアグノスティクス MagNA Pure LC2.0

自動核酸精製装置 日本ジェネティクス MagNA Pure 24 System

モニタリングポスト アロカ MAR-22

空間放射線量モニタリングシステム 東芝 SD-22T

低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4201B

大気汚染常時監視テレメータシステム NEC 他

航空機騒音自動測定装置 リオン NA-37

全有機炭素分析装置 三菱ケミカルアナリテック TOC-300V
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Ⅱ 業務実績





1. 試験検査実績

1.1 企画管理室（企画情報班）

＜研究の企画・評価・進行管理＞

令和 2年度は共同研究を含め 13課題について

調査研究を実施した。

県政策予算による研究課題は，「新規食中毒原

因菌エシェリキア・アルバーティーの迅速検出

法の検討と感染源の解明」の 1 題で，令和 2 年

度に成果をまとめ，翌年度に事後評価を受ける

ことになっている。また，新規研究課題として，

「食品中の残留農薬の分析精度向上と調理によ

る変化に関する研究」を令和 3～5 年度に実施す

ることが決定した。

＜検査の精度管理＞

GLP に係る収去食品の検査に関して，細菌検

査と理化学検査を合わせて内部点検を 4 回，内

部精度管理を 4 回実施し，さらに 6 項目の外部

精度管理を受けた。また，検査に係る標準作業

書の一部改訂を行った。

病原体等検査に関して，内部監査は麻疹・風

疹ウイルスのリアルタイム RT-PCR 検査につい

て，内部精度管理は腸管出血性大腸菌の同定検

査について実施し，不備が確認された検査は，

担当班から是正処置の報告があった。外部精度

管理は，結核菌遺伝子型別等 4 項目について実

施した。

GMP に係る医薬品等の精度管理は，例年 1 検

体の医薬品について自己点検を実施している

が，令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大

防止対策のため，中止となった。

1.2 保健衛生部（細菌班・ウイルス班）

○行政依頼検査（表 1）

＜感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査＞

地域における病原体の流行状況を監視するた

め，感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（感染症法）第 14 条及び第 15
条に基づき，県内の患者発生状況の調査と併せ

て，原因となる病原体の検査を実施している。

令和 2 年度はウイルス 526 件，細菌 407 件の

検査を実施した。

＜感染症流行予測調査＞

予防接種の効果判定や，緊急接種等の対応を

行うための基礎データを得る目的で，予防接種

法第 23 条第 4 項に基づき，日本脳炎感染源調査

を実施している。本調査はブタを対象とし，血

清中の日本脳炎抗体価の測定を 7 月～9 月にか

けて 70 検体行った。

＜食中毒等の検査＞

食品衛生法第 58 条及び感染症法第 15 条に基

づき ,食中毒や感染症の発生時に原因となる病

原体や感染経路を明らかにするための検査を，

管轄保健所からの依頼により実施している。

令和 2 年度は，感染性胃腸炎の集団発生や食

中毒疑いなどの事例において，12 事例 112 検体

についてウイルス検査 129 件，12 事例 133 検体

について細菌検査 1,706 件を実施した。

＜３類感染症に係る病原微生物検査＞

感染症法第 6 条により，腸管出血性大腸菌感

染症，コレラ，細菌性赤痢，腸チフス及びパラ

チフスは 3 類感染症に規定され，全数把握対象

疾患となっている。当センターでは，これらの

病原体の確認検査，患者発生時の接触者に係る

感染確認のための検査や感染源の調査を実施し

ている。

令和 2 年度は，腸管出血性大腸菌感染症等 515
件の検査を行った。また，そのうち腸管出血性

大腸菌感染症 8 件について分子疫学的解析を行

った。

＜４類感染症に係る病原微生物検査＞

つつが虫病は，4 類の全数把握対象疾患であ

り，当センターでは感染症法第 12 条に基づく医

療機関から保健所への診断・届出根拠となる検

査診断を実施している。検査は間接免疫ペルオ

キシダーゼ法を用い，患者血清中のつつが虫病

特異的 IgM 及び IgG 抗体価を測定している。ま

た，つつが虫病は症状の進行が早いことから，

受診・治療が遅れた場合の重症化あるいは死亡

例発生を防ぐため，抗体陽性患者を確認した際

は，検査依頼元の医療機関へ連絡するとともに，

県保健・疾病対策課へ患者情報を報告し，速や

かな公表による啓発の支援を実施している。

令和 2 年度は 55 件の検査を行った。

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 5 -



＜５類感染症に係る病原微生物検査＞

インフルエンザ様疾患（集団かぜ）の発生に

伴い，1 事例 5 検体について 20 件の呼吸器系ウ

イルス検査を行った。麻しん・風しんについて

は，1 事例 3 検体について 6 件の検査を行った。

＜新型インフルエンザ等に係る病原微生物検査＞

新型コロナウイルスについては，延べ 3,083
名 3,143 件の検査を行った。

＜結核菌の分子疫学解析＞

秋田県結核菌分子疫学調査事業において，各

保健所で登録した結核患者から医療機関で分離

された結核菌株について，結核菌遺伝子中の反

復配列多型（Variable number of tandem repeat：
VNTR）解析を実施している。

令和 2 年度は 41 件の解析を行った。

＜食品衛生監視指導に係る検査＞

食品衛生法及び秋田県食品衛生監視指導計画

に基づき，県内に流通している食品の安全性を

確認する検査を実施している。

令和 2 年度は 243 検体の収去食品について

593 件の細菌検査を行った。

＜生活衛生に係る検査＞

公衆浴場法及び厚生労働省通知「遊泳用プー

ルの衛生基準について」に基づき，公衆浴場水

と遊泳用プール水の衛生確保のため，大腸菌な

どの細菌検査を実施している。また，公衆浴場

法及び建築物における衛生的環境の確保に関す

る法律に基づき，レジオネラ症発生防止を目的

に，公衆浴場水及び冷却塔水のレジオネラ属菌

検査を実施している。

令和 2 年度は，公衆浴場水 14 件，遊泳用プー

ル水 14 件，レジオネラ属菌 64 件の検査を行った。

＜水質汚濁対策及び廃棄物対策に係る検査＞

県内の公共用水域の水質汚濁状況を常時監視

するため，水質汚濁防止法に基づき，湖沼の大

腸菌群数検査を実施している。令和 2 年度は十

和田湖 27 件，八郎湖及び流入河川 93 件，田沢

湖 20 件の検査を実施した。

また，工場・事業場及び廃棄物処理施設から

公共用水域へ放流する排水について，水質汚濁

防止法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に基づき，大腸菌群数検査を実施している。

令和 2 年度は，工場・事業場 133 件，廃棄物処

理施設 17 件の検査を行った。

○一般依頼検査（表 2）

＜業務委託契約検査＞

感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調

査の一環として，秋田市内の医療機関から採取

された検体について,秋田市と業務委託契約を

結んで検査を実施している。

令和 2 年度は 237 件（ウイルス 155 件，細菌

82 件）の検査を行った。

＜細菌・ウイルス等の試験検査＞

県内の医療機関等からの検査依頼について，

県の衛生関係施設の使用料並びに手数料徴収条

例施行規則を定め，対応している。

令和 2 年度は，新型コロナウイルス 143 名 143
件を含む「ウイルス検査」155 検体 218 件，「腸

管出血性大腸菌検査，三．菌株」5 件の検査を

行った。

○情報提供（表 3）

感染症情報センターでは，国から還元された

情報と県内の情報を県公式サイトで公表している。

＜感染症情報センター＞

感染症対策の中核として，各都道府県に地方

感染症情報センターが設置され，国の中央感染

症情報センターと連携して，感染症に関する情

報の収集・報告・還元・解析・提供の業務を行

っている。このうち，提供に関しては，感染症

法第 16 条（情報の公表）に基づき，感染症発生

動向調査で得られた患者発生情報，病原体検出

情報等を週報及び月報としてホームページで公

開するとともに，県保健・疾病対策課を通して

報 道 機 関 へ 情 報 提 供 し て い る （ URL ：

http://idsc.pref.akita.jp/kss/）。

＜結核登録者情報調査＞

結核については，かつては結核予防法の規定

により医療機関から保健所に届出のあった患者

に関する情報を集計して国に報告していたが，

平成 19 年に感染症法に統合され，調査を継続し

ている（第 53 条の 2～15）。
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表 1 行政依頼検査（細菌班・ウイルス班）

※ 新型コロナウイルス検査については，令和元年度から新たに項目を起こした。

平成30 令和元 令和2

1,011 734 526 

1,125 513 407 

感染症流行予測調査 70 70 70 

382 273 129 

1,375 1,840 1,706 

457 184 515 

57 65 55 

7 0 0 

2 5 0 

12 54 12 

抗原検査 6 6 0 

遺伝子検査 2 2 0 

140 42 20 

96 28 6 

新型インフルエンザ等に係る

病原微生物検査
－ 231 3,143 

45 50 41 

118 42 90 

40 30 29 

0 0 0 

0 0 0 

13 8 12 

食品収去検査 778 770 593 

精度管理 5 5 5 

28 28 28 

64 62 64 

47 47 47 

79 79 93 

182 182 133 

廃棄物対策に係る検査 18 18 17 
6,159 5,368 7,741 

（件数）

項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウイルス分離等検査

細菌検査

日本脳炎感染源調査

ウイルス検査

細菌検査

3類感染症に係る病原微生物検査

つつが虫病血清抗体検査

A型肝炎ウイルス検査

E型肝炎ウイルス検査

デング・チクングニア・ジカウイルス検査

インフルエンザ等呼吸器ウイルス検査

麻疹・風疹ウイルス検査

新型コロナウイルス検査* 

結核菌の分子疫学解析

その他の微生物学的検査

カンピロバクター（薬剤感受性試験）

百日咳

薬剤耐性菌

感染症検査外部精度管理

公衆浴場水，遊泳プール水の大腸菌検査

公衆浴場等レジオネラ属菌検査

公共用水域水質環境調査

八郎湖水質保全調査

工場・事業場排水基準検査

産業廃棄物等基準検査

合　　　　計

感染症発生動向調査に係る

病原体定点観測調査

食中毒等の検査

4類感染症に係る

病原微生物検査

狂犬病検査

5類感染症に係る

病原微生物検査

地研レファレンスセンター

業務

食品衛生監視指導に係る

検査

生活衛生に係る検査

水質汚濁対策に係る検査
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表 2 一般依頼検査（細菌班・ウイルス班）

* 新型コロナウイルス検査・急性弛緩性麻痺検査・ウイルス分離については，令和元年度から新たに項目を起こした。

表 3 情報提供（細菌班・ウイルス班）

*1 解析評価委員会は，令和元年度から健康づくり審議会感染症対策分科会へ統合された。

*2 新規結核登録患者数：63 人，年末時結核登録者数：131 人（令和 2 年 1 月～12 月）：令和 3 年 5 月 6 日現在

平成30 令和元 令和2

業務委託契約検査 593 276 239

2 0 0
2 0 0

84 12 6
12 0 6
91 24 60
0 0 0
0 30 0
2 0 0
－ 7 143
－ 2 0
－ 3 3
1 2 5
4 1 0
0 1 0

791 358 462 

（件数）

　　項　目   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度

感染症発生動向調査に係る病原体定点観測調査
（秋田市保健所依頼分）

食中毒等胃腸炎ウイルス検査（ノロウイルス等）

A型肝炎ウイルス検査

麻疹・風疹・発疹性ウイルス検査

インフルエンザウイルス検査

呼吸器ウイルス（インフルエンザウイルスを除く）検査

SFTSウイルス検査

デング・チクングニア・ジカウイルス検査

MERSウイルス検査
新型コロナウイルス検査

*

急性弛緩性麻痺検査
*

ウイルス分離
*

腸管出血性大腸菌検査

細菌培養同定検査

細菌遺伝子解析検査

合　　　　計

細菌・ウイルス等の試験検査

平成30 令和元 令和2

468 468 468
52 52 52

468 468 468
108 108 108

12 12 12
108 108 108

ウイルス 582 493 229
細菌 223 184 174

24 24 24
6 － －

－ 1 1
108 108 108

12 12 12
108 108 108

9 9 9
1 1 1
9 9 9

2,298 2,343 1,891

（件数）

　　項　目   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度

収集

報告・還元・解析

提供

収集

報告・還元・解析

提供

還元・解析

解析評価委員会資料提供
*1

健康づくり審議会感染症対策分科会資料提供
*1

収集

報告・還元・解析

提供

収集

報告・還元・解析

提供

合　　　　計

患者情報

週報

月報

病原体情報
報告

結核登録者情報調査 患者情報

月報

年報
*2 

地方感染症情報センター
（感染症発生動向調査）
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1.3 理化学部（理化学班）

〇行政依頼検査（表 4）

＜食品衛生監視指導に係る検査＞

食品収去検査

県内で流通している食品の安全性を確保する

ため，食品衛生法に基づき，添加物，成分規格

等延べ 30 項目の検査を実施している。
令和 2 年度は 131 検体 381 件について検査を

行い，1 検体 2 件に基準超過があった。

残留農薬及び残留動物用医薬品検査

食品中に残留する農薬及び動物用医薬品の

基準値への適合を判定するため，県内に流通

している食品を対象に一斉分析による残留農

薬検査と残留動物医薬品検査を実施してい

る。

令和 2 年度の残留農薬検査は， 7 種類の農
産物について，計 51 検体 16,066 件，残留動
物用医薬品検査は，牛乳について 4 検体 396
件の検査を行い，全て基準に適合した。

＜医薬品等監視指導に係る検査＞

県内で製造される医薬品等の品質を確保

するため，医薬品，医療機器等の品質，有効

性及び安全性の確保等に関する法律に基づ

き，医薬品等の規格試験を実施している。令

和 2 年度は，新型コロナウイルス感染拡大防
止対策のため,中止となった。

いわゆる健康食品等については，医薬品成

分等を含有する等により無承認無許可医薬品

に該当する製品が流通している。これらの製

品に起因する健康への悪影響が懸念されるこ

とから，県内に流通する製品の医薬品成分含

有状況を明らかにする必要がある。

令和 2 年度は，強壮又は痩身効果を有する
8 成分について LC-MS/MS を用いた分析法の
検討を行った。

＜家庭用品試買検査＞

化学物質による健康被害を防ぐため，有害

物質を含有する家庭用品の規制に関する法律

に基づき，県内で流通している家庭用品を対

象にホルムアルデヒド，メタノールについて

検査を実施している。令和 2 年度は乳幼児繊

維製品 15検体 43部位中のホルムアルデヒド，
家庭用エアゾル製品 3 検体中のメタノールに
ついて検査を行い，全て基準に適合した。

＜環境放射能水準調査＞

環境放射能水準調査は，自然由来及び人的

発生由来による国内の放射能レベルを把握す

るために原子力規制庁からの委託事業として

行っている。本県では，昭和 36 年から降下物，
大気浮遊じん，土壌等環境試料中に含まれる

放射性核種の分析，定時降水中の全ベータ放

射能測定を実施している。

令和 2 年度は環境試料中の核種分析につい
て 25 検体 123 件，定時降水中の全ベータ線に
ついて 153 検体の検査を行った。

＜福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査＞

福島第一原子力発電所の事故を受け，県内

で流通している食品の安全性を確認するた

め，平成 23 年度から食品中の放射性核種につ
いてモニタリング調査を実施している。

令和 2 年度は流通食品等について 87 検体
261 件，県産農産物等について 13 検体 39 件
の検査を行い，全て食品衛生法に基づく基準

に適合した。

＜水質汚濁対策に係る検査＞

県内の工場・事業場の排水基準の適合状況

を把握するため，水質汚濁防止法及び秋田県

公害防止条例に基づき，揮発性有機化合物

（VOC）に係る排水基準検査を実施している。
令和 2 年度は 15 検体 57 件について検査を

行い，1 検体 1 件に基準超過があった。

＜廃棄物対策に係る検査＞

県内の廃棄物処理施設から排出される廃棄

物等に係る基準の適合状況を把握するため，

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き，廃棄物中の VOC の検査を実施している。
令和 2 年度は 20 検体 215 件について行い，

全て基準に適合した。

また，能代産業廃棄物処理センターの敷地

内及び周辺地域の地下水等に係る VOC のモ
ニタリング調査については，令和 2年度は 327
検体 2,926 件について行った。
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表 4 行政依頼検査（理化学班）

平成30 令和元 令和2

476 449 381 

13,318 14,083 16,066 

680 800 396 

22 19 19 

医薬品等監視指導に係る検査 30 5 0 

家庭用品試買検査 42 40 46 

143 136 153 

123 123 123 

146 72 72 

12 12 12 

流通食品等試料 282 231 261 

県産農産物等試料 72 72 39 

公共用水域水質調査 36 35 35

地下水調査 0 4 0

緊急調査 0 4 0

42 44 57

土壌汚染対策に係る検査 汚染土壌処理施設検査 12 12 0

248 226 215

能代地区周辺環境調査 589 599 599

能代産業廃棄物処理

センター関連調査
3,026 2,327 2,327

19,299 19,293 20,801

（件数）

項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　度

食品収去検査（理化学検査）

残留農薬検査

残留動物用医薬品検査

精度管理

医薬品，医薬部外品，医療機器

有害物質

全ベータ線

核種分析

分析確認

空間線量

工場・事業場排水基準検査

産業廃棄物等基準検査

合　　　　計

食品衛生監視指導に係る検査

環境放射能水準調査

福島原子力発電所事故に伴う

モニタリング調査
核種分析

水質汚濁対策に係る検査

環境調査

廃棄物対策に係る検査
能代産業廃棄物処理

センター環境保全対策

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 10 -



1.4 環境保全部（環境保全班）

〇行政依頼検査（表 5）

＜大気汚染対策に係る調査・検査＞

大気汚染常時監視

大気汚染防止法第 22 条に基づき，高濃度時

の緊急時対応及び各種大気汚染対策の基礎資料

とすることを目的に，県内の大気汚染状況を常

時監視している。令和 2 年度は一般環境測定局

7 局において常時監視を行った。

環境基準の評価対象となる年間の測定時間を

満たした有効測定局における測定結果は，二酸

化硫黄（4 局），二酸化窒素（6 局），浮遊粒子状

物質（7 局），微小粒子状物質（5 局）について

は，全てで環境基準を達成していたが，光化学

オキシダントについては全 5 局で環境基準を達

成しなかった。

工場・事業場ばい煙排出基準検査

大気汚染を未然に防止することを目的に，令

和 2 年度は，大気汚染防止法に規定されるばい

煙発生施設 1 施設及び公害防止協定締結工場 1
施設の計 2 施設 7 件について検査を行い，全て

の施設で排出基準に適合した。

酸性雨調査

本県の酸性雨の状況を把握し，地域特性を明

らかにすることを目的に，降水中の pH 等のモ

ニタリング調査を実施している。

大館市（北秋田地域振興局大館福祉環境部），

秋田市（秋田県健康環境センター）及び横手市

（平鹿地域振興局福祉環境部）の 3 地点におい

て，降水を原則 1 週間単位で通年採水し，pH，

電気伝導率，降水量，陽イオン成分（NH4+，K+，

Na+，Ca2+，Mg2+）及び陰イオン成分（SO42-，

NO3-，Cl-）の 11 項目，1,639 件について測定し

た。その結果，pH の年平均値は 4.98（秋田市）

から 5.15（大館市）の範囲であった。

アスベスト環境調査

大気汚染防止法に基づく届出があった特定粉

じん排出等作業について，周辺環境のアスベス

ト濃度を測定し，作業が適正に管理されている

かを確認している。また，環境中におけるアス

ベスト濃度の実態を把握し，今後のアスベスト

飛散防止対策に資することを目的に，一般大気

中の測定を実施している。

令和 2 年度は届出があった 3 件の特定粉じん

排出等作業について，それぞれの敷地境界 4 方

向 4 地点においてモニタリング調査を行った。

また，一般大気環境中のアスベスト濃度調査に

ついて，大館市，男鹿市，横手市の各 2 地区に

おいて 2 地点ずつ行った。その結果，基準は設

けられていないが, いずれの地点においても大

気汚染防止法に基づくアスベスト製品の生産又

は加工にかかる工場等の敷地境界基準（空気 1L
あたり 10 本のアスベスト）と比較しても十分下

回っていた。

＜福島原子力発電所事故に伴うモニタリング調査＞

福島第一原子力発電所の事故を受け，県内で

処理される廃棄物の放射性物質濃度を把握する

ことを目的に，最終処分場放流水，汚泥等の分

析を実施している。

令和 2 年度は，最終処分場放流水・地下水 30
検体，汚泥 15 検体，河川水 23 検体，その他 3
検体の計 71 検体，182 項目について行い，全て

基準に適合した。

＜水質汚濁対策に係る調査・検査＞

公共用水域水質調査

水質汚濁防止法第 15 条に基づき，公共用水域

の水質汚濁状況を把握することを目的に，八郎

湖，田沢湖及び十和田湖の水質調査を実施して

いる。令和 2 年度は，湖水及び流入河川水 364
検体を採取し，3,983 件の分析を実施した。

この 3 つの湖沼のうち，化学的酸素要求量

（COD）の環境基準を達成したのは田沢湖のみ

であった。健康項目については，全ての湖沼に

おいて環境基準を達成した。

工場・事業場排水基準検査

水質汚濁防止法及び秋田県公害防止条例に基

づき，工場・事業場の排水基準適合状況を把握

するため，令和 2 年度は 191 検体，1,048 件の

検査を行った。

基準に適合しなかった検体は 25 検体，項目別

では pH 8 件，生物化学的酸素要求量（BOD）

11 件，浮遊物質量（SS）4 件，全りん 2 件､ア

ンモニア等化合物 1 件であった。
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＜生活衛生に係る検査＞

不特定多数が利用する遊泳用プール及び公

衆浴場の衛生向上を図ることを目的に，水質検

査を実施している。

令和 2 年度は，遊泳用プール 7 施設 21 件，公

衆浴場 6 施設の原水と浴槽水 12 検体 48 件につ

いて検査を行い，全ての施設で基準に適合した。

＜騒音対策に係る検査＞

航空機騒音調査

空港周辺における航空機騒音の実態を把握

することを目的に，秋田空港東側の藤森及び西

側の安養寺を基準点として固定局舎による通年

測定を行うとともに，補助点として堤根で 1 週

間の短期測定を行った。

大館能代空港における測定は，新型コロナウ

イルス感染拡大防止対策により，便数が大きく

減少したことから，実施を見送った。

＜廃棄物対策に係る調査・検査＞

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づ

き，産業廃棄物の排出事業所や処理施設等から

排出される汚泥，放流水等の適正な管理状況を

把握するため，廃棄物の種類に応じ，重金属類，

シアン化合物等の項目について検査を実施して

いる。

令和 2 年度は 45 検体，366 件について検査を

行い，基準に適合しなかった検体は 4 検体，項

目別ではカドミウム 3 件（ばいじん 3 件），鉛 2
件（ばいじん 2 件），水銀含有物 1 件（ばいじん

1 件）であった。
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表 5 行政依頼検査（環境保全班）

　　　項　目         年　度 平成30 令和元 令和2

48 46 42

(414,477) (400,769) (358,585)

10 5 －

(86,447) (42,374)

74 84 84
(479,164) (489,314) (566,754)

工場・事業場ばい煙排出基準検査 18 23 7

酸性雨調査 酸性雨実態調査 1,573 1,584 1,639

アスベスト環境調査 石綿飛散調査 72 28 24

環境試料

(地下水、河川水、汚泥等）

環境放射能水準調査 2,152 2,195 2,190

公共用水域水質調査 3,996 4,149 3,983

地下水調査 0 2 4

緊急調査 92 135 80

工場・事業場排水基準検査 1,390 1,351 1,048

八郎湖水質保全対策調査 底質等調査 747 820 821

玉川酸性水影響調査 358 358 368

十和田湖水質保全対策調査 256 256 256

土壌汚染対策に係る検査 汚染土壌処理事業所検査 20 20 0

遊泳用プール水質検査 24 24 21

公衆浴場水質検査 48 32 48

騒音対策に係る調査 航空機騒音調査 721 723 696

化学物質対策に係る調査 58 43 46

産業廃棄物等基準検査 418 403 366

894 634 657

緊急調査 0 0 0

13,077 12,996 12,436

（件数）

空間線量（モニタリングポスト）

化学物質環境調査

能代産業廃棄物処理センター関連調査

合　　　　計　（大気汚染常時監視を除く）

大気汚染常時監視
*1

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局*2

大規模工場の常時監視*1

福島原子力発電所事故に伴う

モニタリング調査
核種分析 240 216 182

環境調査

生活衛生に係る検査

廃棄物対策に係る調査・検査

大気汚染対策に係る調査・検査

水質汚濁対策に係る調査・検査
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2．研修・学会等

2.1 研修等参加

※Web 配信による開催

2.2 学会等出席

※Web 配信による開催

年月日 研修名 参加者/班 開催地

R2.10.28 獣医師会公衆衛生講習会
齊藤志保子

柴田ちひろ
秋田市

R2.10.29 空港環境対策関係担当者研修

池田 努

鎗目隼平

鈴木大志

東京都※

R2.12.22 令和 2 年度希少感染症診断技術研修会（新型コロナ
関連）

斎藤博之

藤谷陽子

佐藤由衣子

東京都※

R3.1.14~15 環境省エコ調査環境科学セミナー
玉田将文

和田佳久
東京都※

R3.1.28 令和 2 年度北海道・東北・新潟ブロック腸管出血性
大腸菌検査担当者 Web 研修会 今野貴之 岩手県※

R3.2.2 変異検出 PCR の技術的支援のための情報交換会 ウイルス班 東京都※

R3.2.9～10 令和 2 年度希少感染症診断技術研修会 細菌班

ウイルス班
東京都※

R3.2.25 第 2 回食品に関するリスクコミュニケーション公開
セミナー「残留農薬等のリスク評価と管理について」

理化学班 東京都※

R3.2.25
（公社）日本食品衛生学会 創立 60 周年記念
第 23回特別シンポジウム「新型コロナウイルスと食
品安全～世界の動向、東京の展望」

理化学班 東京都※

R3.2.18～19 地衛研基礎講習（ウイルス分野） 佐藤由衣子 東京都※

R3.3.15 地衛研基礎講習（細菌・ウイルス共通分野） 佐藤由衣子 東京都※

年月日 研修名
参加者/班

（〇発表者）
開催地

R2.10.2～31 第 61回日本臨床ウイルス学会 〇斎藤博之 新潟県※

R2.11.09～10 第 57回全国衛生化学技術協議会年会 理化学班 宮崎県※

R2.11.13 秋田応用生命科学研究会第 33回講演会 〇斎藤博之

伊藤佑歩
秋田市

R2.11.24～12.8 第 116 回日本食品衛生学会学術講演会 理化学班 東京都※

R3.1.29 茨城県霞ヶ浦環境科学センター研究成果発表会

玉田将文

和田佳久

小林 渉

茨城県※

R3.3.5 日本水環境学会 covid 19タスクフォース webセミナー 斎藤博之

秋野和華子
東京都※

R3.3.10~12 第 55回日本水環境学会 〇玉田将文

環境保全班
京都府※
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2.3 健康環境センター調査研究発表会

開催日：令和 2 年 10 月 12 日 美の国秋あきたネット公開

2.4 その他の発表

2.5 講師派遣等

2.5.1 技術支援

2.5.2 出前講座

演題名 発表者

1 平成 29 年度～令和元年度における収去食品の細菌検査結果について 鈴木純恵

2 新型コロナウイルス不検出検体における呼吸器感染症ウイルス検索 柴田ちひろ

3 新型コロナウイルス検査の舞台裏 斎藤博之

4 健康食品中の医薬品成分分析の検討と試買検査の結果について 藤井愛実

5 食品添加物について 佐藤徹也

6
秋田県に於ける常時開放型ろ過式降雨採取方式による酸性雨調査結果

（平成 20～30 年度）【非海塩項目等沈着量との相関より】 梶谷明弘

7 秋田県の三大湖沼について 渡邊 寿

年月日 発表会名 演題名 発表者 開催地

R3.2.1

令和 2 年度
秋田県保健

環境業務研究

発表会

2009～2020 年における感染症流行予測調査
（日本脳炎感染源調査）結果について

樫尾拓子

書面

開催

令和 2 年度残留農薬検査におけるトマト検体か
らのメタミドホスの検出について

松渕亜希子

収去食品の理化学検査における漬物の違反事例

について（H22～R 元） 若狹有望

コロナ禍における秋田空港航空機騒音調査結果 池田 努

年月日 主な内容 講師 対象 参加人数

R2.4.3 新型コロナウイルス検査開始に

係る現地指導
斎藤博之

秋田県総合保健事業団

児桜検査センター
10

講座名 講師 実施回数 延参加人数

見えない脅威・ウイルスの世界 斎藤博之 7 205

病気の原因となる細菌の話 今野貴之 1 44
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2.5.3 その他講師派遣

2.6 視察・見学等受入

※令和 2 年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策により，中止となった。

年月日 主な内容 講師 依頼元 参加人数

R2.6.8
廃棄物及び地下水中の揮発性有機化合物

のモニタリングと生物影響
小林貴司 秋田県立大学 5

R2.6.15 食品及び農作物中の残留農薬のモニタリ

ングと生物影響
小林貴司 秋田県立大学 5

R2.8.4 放射性物質災害 斎藤博之 消防学校 62

R2.9.28
秋田県健康環境センターの紹介とウイル

スの話題
斎藤博之 秋田北高等学校 71

R2.10.19 生活衛生関係営業の感染症対策 斎藤博之

（公財）秋田県生

活衛生営業指導

センター

20

R2.11.2 生活衛生関係営業の感染症対策 斎藤博之

（公財）秋田県生

活衛生営業指導

センター

35

R2.11.9 細菌・ウイルス災害 斎藤博之 消防学校 16

R2.12.7 生活衛生関係営業の感染症対策 斎藤博之

（公財）秋田県生

活衛生営業指導

センター

40

R2.12.14 生活衛生関係営業の感染症対策 斎藤博之

（公財）秋田県生

活衛生営業指導

センター

40

R3.2.6 コロナ禍を機に考えるウイルス性感染症 斎藤博之
秋田県総合保健

事業団
35

R3.2.22 生活衛生関係営業の感染症対策 斎藤博之

（公財）秋田県生

活衛生営業指導

センター

15

R3.3.1 生活衛生関係営業の感染症対策 斎藤博之

（公財）秋田県生

活衛生営業指導

センター

20

参加者区分 参加人数（団体数）

平成 30年度 令和元年度 令和 2 年度

インターンシップ※ 12（7） 5（5） 0

その他の学生 30（2） 32（2） 5（1） 聖霊女子短期大学専攻科（2 年生）

合計 42（9） 37（7） 5（1）
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2.7 受賞・表彰等

年月 表彰名 受賞者 授与機関

R2.7 令和 2 年度地方衛生研究所全国協議会
北海道・東北・新潟支部長表彰

熊谷優子
地方衛生研究所全国協議会

北海道・東北・新潟支部

R2.9
全国公衆衛生獣医師協議会

功労者表彰
佐藤徹也 全国公衆衛生獣医師協議会

R2.9 動物愛護管理行政功労者表彰 佐藤徹也 全国動物管理関係事業所協議会

R2.10 全国環境研究協議会 支部長表彰 渡邊 寿 全国環境研究協議会

R2.10 令和 2 年度麻薬・覚醒剤乱用防止功労
者表彰

池田聡彦
厚生労働大臣

厚生労働省医薬・生活衛生局長

R2.11 全国食品衛生監視員協議会功労者表彰 佐藤徹也 全国食品衛生監視員協議会
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3．研究業務実績

3.1 保健衛生部 細菌班

食品由来感染症の病原体の解析手法及び共

有化システムの構築のための研究（厚生労

働科学研究費補助金）

（平成 30 年度～令和 2 年度）

研究概要

平成 30 年 6 月 29 日付けで厚生労働省から発

出された事務連絡「腸管出血性大腸菌による広

域的な感染症・食中毒に関する調査について」

により，腸管出血性大腸菌の遺伝子解析検査は

分子疫学解析法（MLVA）法に統一され，情報

共有の迅速化が求められている。そこで，北海

道・東北・新潟ブロックの地方衛生研究所にお

ける腸管出血性大腸菌菌株解析及び精度管理に

関する研究として，MLVA 法についての研修会

を Web 開催した。

結果

MLVA 法に関する理解が深まり，各施設にお

ける精度向上に役立った。また，解析に有用な

試薬について情報共有した。北海道・東北・新

潟ブロック内で広域に患者が発生している可能

性のある菌株，非典型的な性状で検査に支障を

来す可能性のある菌株についても情報共有し

た。

環境中における薬剤耐性菌及び抗微生物剤

の調査法等の確立のための研究（厚生労働

科学研究費補助金）

（令和元年度～令和 3 年度）

研究概要

全国各地の水再生センター（下水処理場）か

らの放流水を採水し，国立感染症研究所・病原

体ゲノム解析研究センターにて網羅的塩基配列

解析（メタゲノム解析）を実施し，水環境中に

存在する薬剤耐性遺伝子をモニタリングする。

結果

県内 2 ヵ所から夏季と冬季の 2 回採水した。

これまでの 2 年間の継続調査から，薬剤耐性遺

伝子が増加傾向にあることが解明された。

食品中の食中毒細菌の制御法の確立のため

の研究（厚生労働科学研究費補助金）

（平成 30 年度～令和 2 年度）

研究概要

食品中の食中毒細菌の制御法を確立するた

め，特に新興食中毒細菌について食品検査にお

ける培養法の検討を行った。

結果

国立医薬品食品衛生研究所との共同研究によ

り，新興食中毒細菌であるエシェリキア・アル

バーティーについて，鶏肉における検査法の確

立に寄与した。

オミックス情報に基づく結核感染制御技術

の開発研究（日本医療研究開発機構研究費

補助金）

（平成 30 年度～令和 2 年度）

研究概要

国内では，「結核に関する特定感染症予防指

針」に従って VNTR 法を用いた結核菌分子疫学

調査が各自治体で実施されているが，隣接自治

体等にまたがる広範囲な結核感染伝播について

は検出できない可能性がある。また，VNTR 法

のみでは，疫学的関連性のない株を同一の株と

判定する可能性も指摘されている。これらの課

題を検証するため，東北 6 県（青森，秋田，宮

城，岩手，山形，福島）を調査範囲とし，結核

研究所において結核菌の全ゲノム情報を用いた

分子疫学調査及び解析を実施し，その成果概要

についての報告会及び研修会を Web 開催した。

結果

得られたゲノム情報からは，各県の複数の保

健所管内あるいは県をまたぐクラスターが存在

することが推定された。さらに，患者疫学情報

を用いることで，感染経路の推定精度が高くな

ることを実証した。

薬剤耐性菌のサーベイランス強化および薬

剤耐性菌の総合的な対策推進に関する研究

（日本医療研究開発機構研究費補助金）

（平成 30 年度～令和 2 年度）
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研究概要

地方衛生研究所における薬剤耐性菌の薬剤感

受性試験，特に最小発育阻止濃度（MIC）測定

の技術普及を目的として，研究協力機関 9 施設

において，精度管理を実施する。

結果

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌 19 株及び

標準菌 1 株について，寒天平板希釈法及び微量

液体希釈法による MIC 測定，ディスク法による

阻止円径の測定及びマルチプレックス PCR 法を

実施した。

カンピロバクターレファレンスセンター業

務（衛生微生物技術協議会）

（平成元年度～）

百日咳レファレンスセンター業務（衛生微

生物技術協議会）

（平成 15 年度～）

薬剤耐性菌レファレンスセンター業務（衛

生微生物技術協議会）

（平成 27 年度～）

研究概要

衛生微生物技術協議会のレファレンスセン

ター業務として，カンピロバクター，百日咳，

及び薬剤耐性菌について検査法の検討，地区

内における検査の技術支援，研修等のレファ

レンスセンター業務を行っている。

結果

カンピロバクターレファレンスセンター業務

として，本県で確立した C. jejuni の Penner PCR
型別法の評価試験を行った。令和 2 年度は 39 株

について PCR 型別法で解析し，PCR 型別法の有

用性を実証した。

新規食中毒原因菌エシェリキア・アルバー

ティーの迅速検出法の検討と感染源の解明

（県政策）

（平成 30 年度～令和 2 年度）

研究概要

新たな食中毒原因菌として注目されるエシェ

リキア・アルバーティーによる食中毒対策とし

て、食品等からの迅速検出法の検討を行うと共

に、本菌の感染源や感染経路を解明するため，

秋田県内で感染源となりうる食品等を調査し，

その汚染実態の解明を行った。

結果

食品等 183 検体の汚染実態を調査し，10 検体

でエシェリキア・アルバーティーを検出した。

ま た ， 菌 株 の 遺 伝 子 型 解 析 と し て ，

EAO-genotyping及びパルスフィールドゲル電気

泳動法による分子疫学解析を実施した。

新 し い 食 中 毒 原 因 菌 Staphylococcus
argenteus による市販食品等の汚染実態の解
明（大同生命厚生事業団地域保健福祉研究

助成）

（令和 2 年度～令和 3 年度）

研究概要

S. argenteus による食中毒事例報告は少なく，

本菌に関する詳細は不明である。そのため，本

菌を迅速かつ確実に検出するための検査法を検

討し，さらに県内における市販食品等の汚染実

態を調査する。

結果

リアルタイム PCR 法による，増菌培養液から

の迅速検出法を確立した。さらに，これまでに

市販食品 92 検体の汚染実態を調査し，1 検体か

ら S. argenteus を検出した。

3.2 保健衛生部 ウイルス班

ノロウイルスによる健康被害実態及び食品

寄与率の推計に関する研究（内閣府食品安

全委員会・食品健康影響評価技術研究）

（令和元年度～令和 3 年度）

研究概要

ノロウイルス（NoV）による感染症は食中毒

のみならず施設等での集団感染による健康被害

が報告されており，その対策は公衆衛生上の大

きな課題となっている。食品衛生の観点から，

NoV 感染症の全体像(ヒト，食品，環境での循環)

とその中に占める食品の寄与を把握しリスクの
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低減を図ることが重要である。本研究では NoV
感染症における全体像，食品の寄与，及び調理

従事者の感染状況等の把握のための基礎的知見

を得て，リスクプロファイル提言の次期更新に

繋げることを目的としている。

結果

令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月に本県で発生し

た NoV による集団感染 8 事例のうち，5 例が保

育園，1 例が高齢者施設におけるヒト－ヒト感

染であった。食品が原因と考えられるものは 2
例で，1 例はカキフライの加熱不足，もう 1 例

は調理従事者からの汚染が疑われた。

3.3 理化学部 理化学班

原子力規制庁委託 環境放射能水準調査

（昭和 36 年～）

研究概要

本県では昭和 29 年から雨水･地下水･河川水

等の放射能測定を独自に実施しており，昭和 36
年からは科学技術庁（当時）の委託を受けて国

の放射能水準調査に参加し，現在も継続して実

施している。

調査項目は，定時降水試料中の全ベータ放射

能，環境試料中のガンマ線放出核種分析，及び

空間放射線量率であり，対象は大気浮遊じん，

降下物，降水，陸水（蛇口水，河川水），土壌

及び県内産食品（牛乳，野菜，海藻等）である。

また，測定結果の信頼性を確保するため，年

に一度の外部精度管理試験を実施している。

結果

令和 2 年度は，環境試料中のガンマ線放出核

種分析として 25 検体（123 件）の測定を実施し，

このうち，降下物，土壌，精米及び野菜（大根）

の各１検体からごく微量の放射性セシウムが検

出されたが，いずれも例年と比較して大きな変

動はなかった。

定時降水試料中の全ベータ線放射能の分析に

ついては 153 検体の測定を実施し，年間を通し

て異常はなかった。

外部精度管理試験については模擬牛乳，寒天，

模擬土壌の計７検体（72 件）の測定を実施し，

全て基準に適合していることを確認した。

3.4 環境保全部 環境保全班

環境省委託 化学物質環境実態調査

（平成 25 年～）

研究概要

本調査の目的は，以下の 2 点である。

1)「特定化学物質の環境への排出量の把握等及

び管理の改善の促進に関する法律（化管法）」

の指定化学物質及び「化学物質の審査及び製造

等の規制に関する法律（化審法）」に定める優

先評価化学物質の環境リスク評価等を行う際の

資料とするために，環境中化学物質濃度を把握

すること。

2) 「化審法」の特定化学物質等の環境中残留状

況を監視し，「残留性有機汚染物質に関するス

トックホルム条約」対象物質等の環境中残留状

況の経年変化を把握すること。

上記目的のために，秋田運河及び八郎湖にて

水・底質試料を採取し，分析機関へ引き渡した。

結果

秋田運河では，水質試料からトリフルオロ酢

酸，イソシアヌル酸，N,N-ジメチルドデシル-1-
アミン=N-オキシド等が検出され，底質試料から

は BHT，N-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステ

アルアミドが検出された。

八郎湖では，水・底質試料から PCB，HCB，

HCH，PFOS 及び PFOA 等が検出された。本調

査 結 果 の 詳 細 は ， 環 境 省 の ウ エ ブ サ イ ト

(http:www.env.go.jp/chemi/kurohon/)で公開され

ているため，本項では省略する。
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Ⅲ 報告





*元秋田県健康環境センター

大同生命厚生事業団地域保健福祉研究助成（令和 2～3 年度）

リアルタイム PCR を用いた食品等からの

Staphylococcus argenteus 迅速検出法

髙橋志保 今野貴之 鈴木純恵 伊藤佑歩 鈴木忠之 熊谷優子*

リアルタイム PCR を用いて Staphylococcus argenteus と黄色ブドウ球菌を迅速に検出するためのプラ

イマー及びプローブを設計した。両菌種の菌株の DNA 抽出液を用いて，設計したプライマーの反応

性の確認を行ったところ，それぞれ該当する菌種のみを検出し，交差反応がみられないことを確認し

た。また，検出感度を評価したところ，両菌種とも 10 cfu/tube まで検出可能であった。さらに Duplex
リアルタイム PCR として，両菌種が混在した検体を用いた場合においても，S. argenteus 及び黄色ブ

ドウ球菌をそれぞれ特異的に検出できることを確認した。

1. はじめに

Staphylococcus argenteus は，2015 年に黄色ブド

ウ 球 菌 よ り 細 分 化 さ れ た 新 種 で あ る 1 )。

S. argenteus は，黄色ブドウ球菌と同様にブドウ

球菌エンテロトキシンを産生する場合もあり，食

中毒の原因となる 2, 3)。S. argenteus と黄色ブドウ

球菌の性状は，色素産生性に違いがあるものの，

明確な鑑別性状は明らかでない。2018 年には本

県において S. argenteus を原因とする食中毒事例

が発生したが，本菌の同定には遺伝子解析などの

特殊な検査が必要であり，結果が判明するまでに

時間を要した。

近年，食品等の病原体を調べるため，遺伝子検

査の一つであるリアルタイム PCR の利用が進ん

でいる。リアルタイム PCR は特異性と迅速性に

優れており，食中毒事例が発生した際の検査に用

いることで迅速な原因究明につながることが期

待できる。そこで，本研究では S. argenteus と黄

色ブドウ球菌の鑑別が可能な食品等からの S.
argenteus 迅速検出法として，S. argenteus 及び黄

色ブドウ球菌がともに保有し，菌種ごとの遺伝子

配列の同一性が高いα-haemolysin 遺伝子 4)を対

象としたリアルタイム PCR を検討した。

2. 方法

2.1 プライマー及びプローブの設計

GenBank（https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/）に

登録された S. argenteus 株及び黄色ブドウ球菌株

のα-haemolysin 遺伝子の配列を，オンライン解

析システムの ClustalW（https://clustalw.ddbj.nig.ac.jp/）

により比較参照し，両菌種にそれぞれ特異的な配

列部分に対応するプライマーとプローブを設計

した。

当センターで過去に分離された S. argenteus10
株（9 株は同一事例由来）と黄色ブドウ球菌 9 株

について，シカジーニアス DNA 抽出試薬（関東

化学）を用いて DNA 抽出液を作製し，両菌種の

検出用プライマーを用いて PCR を行い，反応性

を確認した。試薬は，TaKaRa Ex Taq（タカラバ

イオ）を用い，94℃2 分の後，94℃30 秒，55℃30
秒及び 72℃30 秒を 25 サイクル後，72℃2 分の条

件で行った。さらに，PCR 増幅断片のシークエ

ンス解析（ファスマック）を行い，それぞれの

α-haemolysin 遺伝子の登録配列と比較した。

2.2 リアルタイム PCR の評価

S. argenteus 及び黄色ブドウ球菌の各菌株を対

象に検出用プライマーと対応するプローブを用

いてリアルタイム PCR を試行し，特異性を確認

し た 。 機 器 は 7500 Fast real-time PCR system
（ Applied Biosystems ） ， 反 応 試 薬 は TaqMan
Environmental PCR Master Mix 2.0 （ Applied
Biosystems）を使用した。反応条件は Standard
Mode で，50℃2 分，95℃10 分の後，95℃15 秒及

び 60℃1 分を 40 サイクル行った。さらに，菌数

を測定した S. argenteus 及び黄色ブドウ球菌の培

養液をそれぞれ 10 倍段階希釈し，各希釈液の

DNA 抽出溶液を作製後，同様にリアルタイム

PCR を試行して両菌種の検出感度を評価した。
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表 1 リアルタイム PCR 用プライマー及びプローブ

3. 結果

3.1 プライマー及びプローブの反応性

設計したプライマー及びプローブを表 1 に示

す。両菌種の検出用プライマーを用いた PCR で

は，それぞれに該当する菌株にのみ増幅反応が見

られ，交差反応は見られなかった。また，各菌株

の PCR 増幅断片のシークエンスは，S. argenteus
もしくは黄色ブドウ球菌のα-haemolysin 遺伝子

の登録配列と一致することを確認した。

3.2 リアルタイム PCR の評価

検出用プライマー及び対応するプローブを用

いて試行したリアルタイム PCR では，該当する

菌種をそれぞれ検出可能であった。培養液の希釈

系列から作製した DNA 抽出溶液を用いてリアル

タイム PCR を実施した結果，S. argenteus，黄色

ブドウ球菌ともに 10 cfu/tube まで検出可能であ

った（表 2）。また，両菌種を同時に検索できる

ようにした Duplex リアルタイム PCR において，

両菌種が混在していても，設計したプライマー及

びプローブにより，S. argenteus と黄色ブドウ球

菌をそれぞれ特異的に検出できることを確認し

た。

表 2 両菌種の各希釈液の Ct 値

ND：不検出

4．考察

本研究では，α -haemolysin 遺伝子を対象に

S. argenteus と黄色ブドウ球菌を同時に検出可能

なリアルタイム PCR を確立した。食品等におけ

る S. argenteus の汚染実態は十分にわかっていな

いが，本菌は黄色ブドウ球菌と類縁であり，検体

によっては両菌種が同時に検出される可能性は

否定できない。ブドウ球菌食中毒は，食品中で菌

が増殖する際に産生する毒素を原因とする。

S. argenteus，黄色ブドウ球菌ともにブドウ球菌エ

ンテロトキシンを産生する場合があることから，

両菌種を同時に検出できる本法は，食中毒事例発

生時の検査法として有用性が高いと考えられる。

また，ブドウ球菌食中毒は，時に発症者数が多く

甚大な被害を及ぼす場合がある。リアルタイム

PCR は迅速性に優れていることから，食中毒事

例発生時の調査検体として，患者便のみでなく原

因と思われる食品残品があれば，本法を用いるこ

とで原因食品を迅速に推察することができ，被害

の拡大を最小限にとどめることが期待できる。さ

らに，本法は 10 cfu/tube と十分な感度を有して

おり，食品残品がない場合であっても，調理前の

食材等が残っていれば，増菌培養と併用すること

で汚染源の推定につなげることも可能である。

これまでに国内で報告されている S. argenteus
を原因とする食中毒事例は，本県での事例を含め

4 例のみで，事例に関する情報がまだ十分に蓄積

されていない。本菌は黄色色素を産生しないた

め，黄色ブドウ球菌の選択分離培地として汎用さ

れる卵黄加マンニット食塩培地上で白色のコロ

ニーを形成する。そのため，黄色ブドウ球菌を検

査対象として，典型的なコロニーのみから判断し

た場合には，見落とされる可能性も考えられる。

100 101 102 103 104

1 ND 36.13 32.00 28.81 24.94 
2 ND 35.67 31.74 28.49 24.78 

黄色 1 ND 37.17 34.34 30.70 27.36 
ブドウ球菌 2 ND 37.38 34.34 30.64 27.20 

cfu / tube
ウェル

S. argenteus

塩基配列（ 5' - 3' ）*1

Staph hly F *2 TATAGAGTYTATAGCGAAGAAGG
S.arg  hly R-1n GTATCATCAGCACTGATGCTG
S.arg  hly Probe（5' FAM - MGB） CTGGCATGGCCTTCTGCT

塩基配列（ 5' - 3' ）
Staph hly F *2 TATAGAGTYTATAGCGAAGAAGG
S.aureus hly R-1 TCATCACCAGTMACRTTACCG
S.aureus hly Probe（5' HEX - MGB） AAGGTACAGTTGCAACT
*1
：混合塩基 Y= C / T,  M= A / C,  R= A / G

*2：両菌種に共通のプライマー

S. argenteus 検出用

黄色ブドウ球菌検出用
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今後，本法を利用して黄色ブドウ球菌のみならず

S. argenteus についても確実に検出することで，

本菌による食中毒の実態解明につながることを

期待する。
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公共用水域水質調査事業

八郎湖水質の月別の経年変化について

生魚利治

八郎湖の水質の推移をより詳細に把握するための基礎データとして，本県が実施する公共用水域水質調査

結果を用いて，昭和 59年度から令和 2年度までの計 36年間の月別に COD，T-N，T-Pの経年変化をまとめ，
各項目の年平均値の経年変化と比較した。その結果，項目毎に月別の経年変化を比較すると，月によってそ

の傾向が異なり，特定の月の変動や値が年平均値の経年変化に影響を及ぼしていると考えられた。また，野

石橋の各項目の結果から，西部承水路で実施している水の流動化促進事業の効果が確認された。

1. はじめに

八郎湖は，かつて海跡汽水湖であった八郎潟の干

拓によって残存した「調整池」，「東部承水路」及

び「西部承水路」から構成される淡水湖である。八

郎湖には，およそ 20の中小河川が流入し，そのほと
んどは湖の東岸に注ぐ。

湖水は，干拓地である大潟村及び隣接市町の農業

用水として利用されている。特にかんがい期の湖水

は，大潟村内の農業用水として導水・利用した後に，

幹線排水路及び排水機場を経て再び八郎湖へと排水

されるが，その一部は大潟村内に導水されるといっ

た，循環利用がされている。このため，湖水の富栄

養化が進行している。

環境基準点には，湖心（調整池），大潟橋（東部

承水路），野石橋（西部承水路）の 3地点（図 1）
が設定されている。環境基準は，湖沼 A類型（化学
的酸素要求量（以下，COD） 3 mg/L以下）及びⅣ
類型（全窒素（以下，T-N）0.6 mg/L以下，全リン
（以下，T-P）0.05 mg以下）が当てはめられている。

八郎湖の水質の経年変化は，各年度の 75％値や平
均値を用いた報告がされている 1)。一方，1年間の
COD，T-N及び T-Pの月別平均値（図 2，3）は，
いずれの項目も 6月から 8月にかけて増加し，以降
は減少するという特徴があるが，月別に経年変化を

まとめた報告例は少ない。

そこで本報告では，八郎湖の水質をより詳細に把

握するための基礎データとして，COD，T-N 及び
T-Pの月別の経年変化をまとめた。

2. 方法

本県が実施する公共用水域水質調査の結果を用い

て，昭和 59年度から令和 2年度までの計 36年間の
COD，T-N及び T-Pについて，各年度の平均値及び
月別の経年変化をまとめ比較した。

水深別の調査が実施されている湖心及び大潟橋の

CODは全層の平均値を用いた。T-N及び T-Pは各
環境基準点とも表層水の結果を用いた。なお，同月

に 2回以上の調査結果が報告されている場合は，そ
の平均値を当該月の値とした。また，湖心の各項目

の年平均値は，湖面結氷等により調査が実施できな

かった年度が複数あることから，4月から 12月及び
3月の計 10か月から算定した値を採用した。

図 2 湖心における COD の

平成 23 年から令和 2年の月別平均値

図 3 湖心における T-N 及び T-P の

平成 23 年から令和 2年の月別平均値

図 1 八郎湖
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3. 結果

3.1 COD

3.1.1 湖心

平均値の経年変化（図 4）は， 昭和 59年度から
増加傾向にあり，その増加の割合は 10年間あたり
0.6 mg/L程度である。
月別の経年変化（図 5）は，昭和 59年度以降、か

ら 4月から 6月及び 11月から 3月は，概ね 5 mg/L
の横ばいで推移している。一方，7月から 10月は 10
年間あたり 1 mg/L程度の割合で増加傾向にある。

3.1.2 大潟橋

平均値の経年変化は，昭和 59年度から増加傾向に
あり，その増加の割合は 10年間あたり 0.7 mg/L程
度である。

月別の経年変化では，昭和 59年度から 4月から 6
月及び 12月から 3月は，月によって年度間の変動は

大きいが，概ね 5 mg/Lの横ばいで推移している。一
方、7月から 10月は 10年間あたり 1から 2 mg/L程
度の割合で増加する傾向にある。

3.1.3 野石橋

平均値の経年変化は，昭和 59年度から平成 13年
度まで増加傾向にあったが，その後平成 19年度にか
けて減少し，以降は 10年間で 1 mg/L程度の割合で
再び増加する傾向にある。

月別の経年変化では，4月は平成 18年度まで，5
月は平成 17年度まで，6月は平成 15年度まで増加
傾向にあったがその後減少し，平成 19年度以降は，
8 mg/L程度の横ばいで推移している。昭和 59年度
以降は，12月から 3月で概ね 5 mg/Lの横ばいで推
移しており，7月から 10月は湖心及び大潟橋よりも
年度間の変動が大きいものの，10年間で 1 mg/L程
度の割合で増加する傾向にある。

図 5 月別の COD の経年変化※

※ 軸の最大値は，図 4の平均値，図 5の 4月から 6月及 11月から 3月は 20mg/L，図 5の 6月から 10月は 40 mg/L

図 4 COD 平均値の経年変化※
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図 7 月別の T-N の経年変化※

※ 縦軸の最大値は，図 6の平均値及び図 5の 8月を除く各月は 4mg/L，図 5の 8月は 8 mg/L

図 6 T-N 平均値の経年変化※

3.2 T-N

3.2.1 湖心

平均値の経年変化（図 6）は，昭和 59年度から増
加傾向にあり，10年間あたり 0.1 mg/L程度の割合で
増加傾向にある。

月別の経年変化（図 7）は，昭和 59年度からデー
タの少ない 1月及び 2月を除き各月で，10年間あた
り 0.05から 0.3 mg/L程度の割合で増加傾向にある。

3.2.2 大潟橋

平均値の経年変化は，平成 7年度まで増加傾向に
あったが，以降は概ね 1 mg/Lと横ばいで推移してい
たが，平成 18年度以降は 10年間あたり 0.2 mg/L程
度の割合で増加する傾向がある。

月別の経年変化は，昭和 59年度から，4月から 6
月及び 11月から 3月は概ね 1 mg/Lで横ばい傾向に
ある。一方，7月及び 10月は 10年間で 0.1 mg/L程

度，8月は 10年間で 0.3 mg/L程度，9月 10年間で
0.2 mg/L程度の増加傾向にある。

3.2.3 野石橋

平均値の経年変化は，平成 7年度まで増加傾向に
あり，以降平成 17年度までは 1.4 mg/L程度で横ば
いであった。平成 18年度に 0.8 mg/Lまで低下した
が，以降は 10年間で 0.3 mg/L程度の割合で増加す
る傾向がある。

月別の経年変化では，5月が平成 17年度まで約 2
mg/Lと湖心及び大潟橋からおよそ 2倍程度の値を
示していたが，平成 18年度以降は約 1 mg/Lと湖心
及び大潟橋とほぼ同程度の横ばいで推移している。

また，昭和 59年度以降の 8月は 10年間で 0.1 mg/L
程度，9月は 10年間で 0.2 mg/L程度の増加傾向にあ
る。その他の月は年度間の変動が大きいものの，1.0
から 1.5 mg/Lの値で概ね横ばいで推移している。
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3.3 T-P

3.3.1 湖心

平均値の経年変化（図 8）は，昭和 59年度から，
概ね 0.07 mg/L程度の横ばいで推移している。
月別の経年変化（図 9）では，昭和 59年度からデ

ータの少ない 1月及び 2月を除き，概ね横ばいで推
移している。なお，8月から 10月は 0.09 mg/L程度
とその他の月の 0.06 mg/L程度に比較し1.5倍程度高
い値を示す。

3.3.2 大潟橋

平均値の経年変化は，昭和 59年度から概ね 0.07
mg/L程度の横ばいで推移している。
月別の経年変化は，9月及び 10月に 10年間あた

り 0.02 mg/L程度の割合で増加傾向にある。なお近

年の，8月から 10月は 0.10 mg/L程度とその他の月
の 0.07 mg/L程度に比較し 1.5倍程度高い値を示し
た。

3.3.3 野石橋

平均値の経年変化は，平成 6年度まで増加傾向に
あり，平成 6年度から平成 17年度までは 0.1 mg/L
程度の横ばいで推移していたが，平成 18年度以降は
湖心及び大潟橋と同程度の 0.07 mg/L程度の横ばい
で推移している。

月別の経年変化では，5月から 7月で平成 17年度
までは，0.1 mg/L程度と湖心及び大潟橋からおよそ
2倍の値を示していたが，平成 18年度以降は 0.05
mg/L程度とほぼ同程度まで低下し横ばいで推移し
ている。

図 8 T-P 平均値の経年変化

図 9 月別の T-P の経年変化※

※ 縦軸の最大値は，図 8の平均値，図 9の 4月，6月，7月及び 10月から 3月は 0.25 mg/L，図 9の 5月，8月及び 9月は 0.5 mg/L
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4. 考察

年平均値の経年変化は，いずれの項目とも平成 18
年頃まで湖心及び大潟橋と野石橋との間に値の乖離

がみられた。これを月別の経年変化でみると， 4月
から 7月は平成 19年頃及び 8月から 10月は平成 15
年頃を境に大きかった値の乖離幅が小さくなる。ま

た，11月から 3月は単発的な変動を除き地点間での
大きな値の乖離は見られない。これは，西部承水路

は流入河川がない等により閉鎖性が高いことから，

八郎湖の水域の中で最も水質が悪いため，水質改善

を図る目的で西部承水路の管理水位を保ったまま，

南部排水機場から強制排水しながら浜口機場から導

水する方法で水の流動化促進事業 2）3）が，平成 15
年度から平成 20年度は 8月下旬から 10月末 2）まで，

平成 21年度以降は 5月 1日から 11月 30日まで 3）

実施された効果によるものと考える。

CODの年平均値の経年変化は，湖心及び大潟橋の
昭和 59年度以降で増加傾向にあり，野石橋も前述の
水の流動化促進事業等の効果により平成 13年度か
ら平成 19年度までは減少傾向にあったが，以降は増
加傾向にある。また，T-Nの年平均値も，湖心は昭
和 59年度以降増加傾向にあり，大潟橋及び野石橋も
近年 10年は増加傾向にある。これを月別の経年変化
で見ると，各地点とも 12月から 3月の冬期間は，
COD，T-Nとも概ね横ばいで推移する一方で，7月
から 10月の間は増加傾向にある。平成 19年度以降

の大潟橋及び野石橋を含め COD，T-Nの年平均値が
増加傾向にあることは，7月から 10月の増加傾向が
反映されたものであると考える。

T-Pの年平均値の経年変化は，各環境基準点でい
ずれも横ばいで推移するが，月別の経年変化では湖

心及び大潟橋の 8月から 10月にかけて，その他の月
と比較し 1.5倍程度濃度が高くなることから，年平
均値を押し上げる要因となっていると考える。

項目毎に月別の経年変化を比較すると，年間を通

して同様の傾向を示すのではなく，月によってその

傾向が異なることが明らかとなった。また，特定の

月の変動や値が年平均値の経年変化に影響を及ぼし

ていると考える。
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* 元秋田県健康環境センター

食品由来感染症の病原体情報の解析及び共有化システムの構築に関する研究

2020 年に秋田県内で発生した腸管出血性大腸菌 O26 感染事例の
分子疫学解析について

今野貴之 鈴木純恵 伊藤佑歩 髙橋志保 熊谷優子＊

1. はじめに

腸管出血性大腸菌（EHEC）はベロ毒素（Vero
toxin：VT）を産生し，強い感染力を有する。一
般に，EHEC に感染すると 3～4 日の潜伏期間
の後，腹痛及び下痢を起こす。特徴として，出

血性大腸炎や溶血性尿毒症症候群（HUS）など
の重篤な合併症を続発する。EHEC 感染症は感
染症法における三類感染症の全数把握対象疾

患に指定されており，全国で毎年 4,000 件前後
の発生報告があり，しばしば集団感染が問題に

なっている。

EHEC の集団感染の早期探知やその原因究
明を目的にして，現在，厚生労働省通知に基づ

き全国で分子疫学解析が進められている。

2020 年は県内で EHEC 感染症の届出が 98 人あ
り，その 6 割以上が EHEC O26の患者であった。
10 月下旬から 11 月上旬にかけては，秋田県内
で集団感染も発生していることから，それらの

事例から検出された菌株の分子疫学解析を行

い，その結果をまとめたので報告する。

2. 方法

2.1 対象

2020 年に検出された EHEC O26 62 株を対象
とした。

2.2 分子疫学解析

分子疫学解析は，国立感染症研究所に依頼し

た。解析は，反復配列多型解析（MLVA）法によ
り行われた。なお，MLVA 型はその型が見つか
った年の下二桁及び MLVA の m と，O26 では 2
から始まる 4 桁の数字で表記される。

3．結果と考察

2020 年に分離された EHEC O26 62 株は，8 種
類の MLVA 型に分けられた（表 1）。そのうち，
3 種類は一部の解析箇所が違うのみで類縁であ

ることから，同一の Complexとしてまとめられ
た（図 1）。19m2167 の 2件，20m2071 の 3 件，
13m2168 の 5 件の患者はそれぞれ家族であり，
家族内感染事例であった。20c210 の 50 件のう
ち 49 件は，10 月下旬から 11月上旬にかけて発
生した保育施設を起点とする集団感染事例の患

者であった（表 2）。集団感染事例の初発患者
は業態者検便で判明した感染者で，その家族の

感染者が保育施設に通園していたことから保育

表 1 EHEC O26 の MLVA 型（2020 年）

MLVA型 MLVA
Complex

件数 検出時期

19m2167 - 2 1月
14m2119 - 1 5月
20m2071 - 3 9月
20m2108 - 1 10月
13m2168 - 5 10月
20m2053 20c210 47 7月, 10～11月
20m2109 20c210 2 11月
20m2110 20c210 1 11月

図１ 20c210 の最小スパニングツリー

線上の数字は異なる解析箇所の数．
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施設の調査がなされ，集団感染が探知された。

また，11 月に報告のあった 2 人の感染者は当
初，集団感染との関連が明確ではなかったが，

集団感染由来の菌株と MLVA 型が一致し，その
後，集団感染事例の患者の家族と接点があった

ことが管轄保健所の疫学調査で判明した。

20c210 の菌株は他の地域からは検出されてい
ないが，20c210 に該当する菌株が 7月にすでに
同一保健所管内の患者からも検出されていた。

当該患者については集団感染には含まれていな

いが，集団感染の発生以前から 20c210の菌株が
地域に浸淫していたと考えられる。

EHEC O26 の集団感染の多くは保育施設で発
生している 1）。EHEC O26 は強い感染力を持つ
一方，感染者の 5 割程度が無症状で，有症者も
比較的軽症であることが多く，集団感染の探知

が難しい 1）。2020年に秋田県内で発生した集団
感染も保育施設を起点としており，園児の家族

やその接触者にまで感染が拡がっていた。本事

例では，管轄保健所が行った疫学調査において，

集団感染に含める患者範囲の特定に分子疫学解

析の結果が活用された。MLVA 法は，従来から
分子疫学解析に用いられてきたパルスフィール

ドゲル電気泳動法に比べ迅速性に優れており，

集団感染等の発生時に科学的データを示す上で

極めて有用である。今後も関係機関と連携して

EHEC の分子疫学解析を推進し，集団感染等へ
の迅速な対応に結びつけていくことが重要と考

えられる。

4. まとめ

2020 年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて県
内で保育施設を起点とした EHEC O26 の集団
感染が発生し，MLVA 法による分子疫学解析
が管轄保健所の疫学調査に役立った。

謝辞

疫学調査の情報を提供いただいた管轄保健所

の皆様に感謝いたします。

参考文献

1）国立感染症研究所，厚生労働省健康局結核
感染症課：病原微生物検出情報, 37, 2016，
92-93．

発生時期（調査期間） 10/25～11/7

推定伝播経路 接触感染

発生施設 保育施設

血清型 O26：H11

毒素型 VT1

発症者数 56

被検者数 294

EHEC O26 陽性者数 49

家庭内二次感染者数 21

疫学情報

備考
他に，EHEC O103:H2 VT1とEHEC 
O5:H-VT1の陽性者各1名あり

表２ 集団感染事例の概要
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感染症発生動向調査

秋田県における感染症発生動向（新型コロナウイルス感染症，

インフルエンザ，RS ウイルス感染症）について

藤谷陽子 齊藤志保子 伊藤佑歩 今野貴之 秋野和華子 斎藤博之

1. はじめに

秋田県感染症情報センターでは，感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

（感染症法）に基づく感染症発生動向調査の一

環として，感染症の流行状況の把握を目的に，

県内の患者発生状況と病原体検出の両面から情

報の収集・解析・発信を行っている。

2019 年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市

において原因不明の肺炎患者が多発し，2020
年 1 月に新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）
による感染症であることが確認された。この新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）は 2020
年 2 月 1 日に感染症法における指定感染症に定

められ 1)，全数把握対象疾患として，診断した

医師に保健所への発生届の提出が義務づけら

れた（2021 年 2 月 13 日からは新型インフルエ

ンザ等感染症に分類 2））。

今回，県内 9 保健所管内（秋田市保健所含む）

の COVID-19 患者報告数と，他の呼吸器系感染

症としてインフルエンザ及び RS ウイルス感染

症の COVID-19 発生後の定点あたり患者数につ

いて考察したので報告する。

2. 対象

2.1 COVID-19 患者報告数

2020 年第 10 週（2020 年 3 月 2 日～3 月 8 日）

から 2021 年第 12 週（2021 年 3 月 22 日～3 月

28 日）に，SARS-CoV-2 感染が判明し，秋田県

及び秋田市ホームページにて公表された感染者

283 人を，秋田市保健所と県保健所（県保健所 8
保健所の合計）ごとに、週別に集計した。

2.2 定点把握対象疾患

定点把握対象疾患のインフルエンザ及び RS
ウイルス感染症は，週毎に集計される定点あた

り患者数※を指標とした。インフルエンザは

2018/2019～2020/2021 の 3 シーズン（2021 年は

第 12 週まで）について，RS ウイルス感染症は

2014 年から 2021 年第 12 週までの発生状況を比

較した。

※定点あたり患者数：人口に応じてあらかじめ

指定されたインフルエンザ定点及び小児科定点

医療機関より 1 週間ごとの患者数が保健所に報

告される。報告された患者数を定点医療機関数

で割った数が，定点あたり患者数（1 医療機関

あたりの平均患者数）となる。

3. 結果と考察

3.1 COVID-19 患者報告数

秋田県と全国の COVID-19 患者報告数を図 1
に示す。2020 年第 10 週～2021 年第 12 週までに

報告された 283 人の内訳は，秋田市保健所管内

126 人（44.5％），県保健所管内 157 人（55.5％）

であった。

図 1 秋田県と全国の SARS-CoV-2 患者報告数の推移（2020 年第 10 週～2021 年第 12 週）
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2020 年第 13 週（3 月 23 日～3 月 29 日）から第

16 週（4 月 13 日～4 月 19 日）のいわゆる第 1 波

では，県外との往来があった方やその濃厚接触

者が患者として多く報告された。第 30 週（7
月 20 日～7 月 26 日）から第 36 週（8 月 31 日

～9 月 6 日）の第 2 波には，実業団で県内初の

クラスターが発生した。第 48 週（11 月 23 日～

11 月 29 日）から 2021 年第 5 週（2 月 1 日～2
月 7 日）の第 3 波では，繁華街と医療機関での

クラスターが発生した。秋田県の患者の絶対数

は他県と比較して少なかったが，患者数の推移

は全国とほぼ同一の動向を示した。

年代別の患者報告数は， 20 歳未満が 30 人

（10.6％），20～30 代が 89 人（31.4％），40
～50 代が 68 人（24.0％），60～70 代が 62 人

（21.9％），80 代以上が 27 人（9.5％），非公

表が 7 人（2.5％）であった。20～30 代が約 3
割を占めているが、学生の帰省や会社員等の出

張による県境を越えた移動で感染する機会が

あったこと，実業団や繁華街でのクラスターの

発生等が ,この年代の感染者が多くなった要因

と推測される。

3.2 定点把握対象疾患

インフルエンザは，例年 12～3 月に流行の

ピークがみられる。県内で COVID-19 患者が初

めて確認された 2020 年第 10 週の定点あたり患

者数は 3.17 であり，県内はインフルエンザの流

行中であったが，その後、第 12 週に例年よりも

8 週ほど早く終息した（図 2）。2020/2021 シー

ズンには流行が全くみられず ,シーズンを通し

て患者報告は秋田市保健所管内と北秋田保健所

管内からの 2 人のみであった。2009 年に発生し

た 新 型 イ ン フ ル エ ン ザ 流 行 時 に は ピ ー ク

（53.55）が第 44 週（10 月 26 日～11 月 1 日）

と冬季からずれたことはあったが，ピークがみ

られなかったシーズンは 1981 年に全国的な感

染症発生動向調査が開始以されて以降初めて

となった。

RS ウイルス感染症については，2016 年以前

は 11 月頃（第 46 週付近）に，2017 年以降は 9
月頃（第 37 週付近）にピークがみられていたが，

2020 年はインフルエンザと同様に流行がみられ
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図 2 インフルエンザの定点あたり患者数
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図 3 RS ウイルス感染症の定点あたり患者数
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なかった（図 3）。

インフルエンザ及び RS ウイルス感染症の 2 疾

患は，COVID-19 が県内で確認された 2020 年第

10 週から 2021 年第 12 週までの期間ではその発

生が例年より顕著に抑えられていた。COVID-19
の発生により，マスクの着用や手洗いなどの感

染防止策が徹底されたことが，COVID-19 以外

の他の感染症の発生動向にも影響したと考えら

れる。しかしながら，その後，変異株の出現等

の影響もあり，COVID-19 の流行はさらに拡大

している一方で，経済活動の両立や自粛疲れ等

の影響もあってか人々の活動は活発化してきて

いる。RS ウイルス感染症については，2021 年

第 13 週以降に患者報告数は増加傾向を示し，昨

年とは異なる動向もみられている。今後も患者

情報の推移を注視し，週報等の公表を通じて，

県内の感染症の予防啓発に努めていきたい。

4. まとめ

COVID-19 患者は，2020 年第 10 週から 2021
年第 12 週に 283 人の報告があった。新型コロナ

ウイルス感染症の流行により，呼吸器系感染症

であるインフルエンザ及び RS ウイルス感染症

の発生動向の推移が従来の傾向と異なった。今

後も感染症の発生動向について，関係する医療

機関や保健所等の協力を得ながら情報の収集・

解析・発信に努めていく。

参考文献

1) 新型コロナウイルス感染症を指定感染症と

して定める等の政令等の施行について，令和

2 年 1 月 28 日，健発 0128 第 5 号．

2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律等の改正について（新型イン

フルエンザ等対策特別措置法等の一部を改

正する法律関係），令和 3 年 2 月 3 日，健発

0203 第 2 号．
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公共用水域水質調査事業

十和田湖の水質の変遷

鈴木大志

1. はじめに

十和田湖は，青森・秋田両県にまたがる面積

61 km2，最大水深 327 m の二重カルデラ湖であ
る。貧栄養湖であり，生活環境項目に関する水質

環境基準の類型として，湖沼 AA が当てはめられ
ている。水質環境基準点には，湖心及び子ノ口の

2 地点が指定されており，これに補助点 7地点を
加えた計 9地点（図 1）において青森・秋田両県
が水質汚濁防止法に基づく公共用水域水質測定

計画に従い水質のモニタリングを実施している。

図 1 十和田湖の環境基準点及び補助点

十和田湖では，昭和 61 年以降，化学的酸素供
給量（COD）が環境基準値の 1 mg/L を上回る状
況が続いている。また，透明度の低下も確認され

ている他，主要水産資源であるヒメマスの漁獲量

の落ち込みが問題となっている。

このため，青森・秋田両県では，平成 13 年 8
月に水質の改善目標値（表 1）及び具体的な方策
を示した「十和田湖水質・生態系改善行動指針（以

下，指針）」を策定し，行政，試験研究機関，事

業者及び周辺住民が連携し，十和田湖の水質の改

善とヒメマスの資源回復に向けた取組を進めて

きた。

表 1 改善目標値

※1：湖心及び子ノ口の各全層平均 75%値
※2：湖心の年平均値

項目 改善目標値

COD※1 1 mg/L 以下
透明度※2 12 m 以上

そこで本報告では，今後の十和田湖の水質・生

態系保全対策に係る施策の基礎資料とするため，

環境基準点における過去 40 年間の水質の経年変
化についてまとめたので報告する。

2. 方法

青森・秋田両県が昭和 56 年から令和 2 年まで
に実施した計 40 年間の公共用水域水質測定結果
を用いて，環境基準点における COD，透明度，
浮遊物質量（SS），全窒素（T-N），全燐（T-P）
及びクロロフィル a（Chl-a）について，COD は
年間の 75%値を，それ以外の項目は年平均値を
それぞれ計算し，経年変化をまとめた。

調査は，一部の欠測を除き，4 月から 11 月ま
での計 8 回である。平成 4 年までは秋田県が 6
月，8 月及び 10 月の計 3 回を，青森県がその他
の月の計 5回を実施していたが，平成 5年からは，
秋田県が 4 月，6 月及び 8月の計 3 回を，青森県
がその他の月の計 5回を実施している。
なお，T-N 及び T-P は昭和 57年 12月の省令改

正により分析方法が変更されたことから，昭和

58 年以降の測定結果のみを採用した。
また，各項目の測定結果が定量下限値未満のも

のについては，各項目の定量下限値を用いて平均

値を求めた。（表 2）

表 2 各測定項目の定量下限値

※1：秋田県測定分 ※2：青森県測定分

3. 結果

3.1 COD

環境基準点における CODの経年変化を図 2に
示す。湖心及び子ノ口の両地点間で大きな差は確

認されず，いずれも昭和 60 年に全層平均 75%値

項目 定量下限値

COD 0.5 mg/L
SS 1 mg/L

T-N 0.05 mg/L
T-P 0.003 mg/L

Chl-a 0.5 µg/L※1 又は 0.2 µg/L※2
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で 1.0 mg/L を観測して以降，環境基準及び改善
目標値を達成した年はなかった。全層平均 75%
値が最も高い値となったのは，両地点ともに平成

16 年度であり，それぞれ 2.3 mg/L，2.2 mg/L で
あった。平成 2 年から平成 6 年及び平成 17 年以
降は全層平均の最小値が 1.0 mg/L を下回る年が
複数年確認された。また，全層平均値の最大値と

最小値の差は，年によって差異はあるものの，お

おむね 0.5 mg/L程度で推移していた。
近似直線の傾き（図 3）は，両地点ともに昭和

56年から令和 2年までの 40年間では 0.0122と正
となり，長期的な傾向としては微増傾向であるこ

とが示された。また，10 年ごとに近似直線の傾

きを求めたところ，湖心では昭和 56 年から平成
2 年までが 0.0545，平成 3 年から平成 12 年まで
が 0.0139 と正の値となり，増加傾向であった。
一方で，平成 13 年から平成 22年までが-0.0079，
平成 23年から令和 2年までが-0.0030と負の値と
なり，微減～横ばい傾向となった。同様に，子ノ

口についても近似直線の傾きは 10 年毎に
0.0455，0.0242，-0.0145，0.0060 となり，増加傾
向から減少～横ばい傾向に転じた。このことか

ら，COD の中期的な傾向としては，上昇傾向か
ら微減から横ばい傾向に転じたことが示唆され

た。

図 2 環境基準点における COD の経年変化

※エラーバーの上端は全層平均の最大値，下端は全層平均の最小値を示す

図 3 環境基準点における COD の増減傾向（10 年単位）

3.2 透明度

環境基準点における透明度の経年変化を図 4
に示す。湖心及び子ノ口の両地点間で大きな差は

確認されなかった。湖心は，昭和 60 年に年平均
値で 12.3 m を観測して以降，透明度の低下が続
いており，平成 12 年に年平均値で 7.1 m と最も
低くなった。指針が策定された平成 13 年以降は，
改善目標値の 12 m を達成できない状況が続いて
いたが，平成 26 年及び 27 年には年平均値でそれ
ぞれ 12.0 m，12.8 m となり，改善目標値を上回
った。各年の最大値と最小値の差は，年により差

異はあるものの，おおむね 6 m 程度で推移して
いた。

年平均値における近似直線の傾き（図 5）は，
湖心と子ノ口で昭和 56年から令和 2年までの 40
年間ではそれぞれ-0.0004，-0.0027 と負の値とな
り，長期的な傾向としては低下から横ばい傾向で

あることが示された。また，10 年ごとに近似直
線の傾きを求めたところ，湖心では昭和 56 年か
ら平成 2 年までが-0.2351，平成 3 年から平成 12
年までが-0.0529 と負の値となり，低下傾向であ
った。一方で，平成 13 年から平成 22 年までが

湖心 子ノ口

湖心 子ノ口
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0.1653，平成 23 年から令和 2 年度までが 0.2477
と正の値となり，上昇傾向となった。同様に，子

ノ口についても近似直線の傾きは 10 年毎に
-0.1951，-0.0643，0.2330，0.2487 と低下傾向から

上昇傾向に転じていた。このことから，透明度の

中期的な傾向としては，上昇傾向にあることが示

唆された。

図 4 環境基準点における透明度の経年変化

※エラーバーの上端は年間の最大値，下端は年間の最小値を示す

図 5 環境基準点における透明度の増減傾向（10 年単位）

3.3 SS

SS は，湖心及び子ノ口ともにおおむね全ての
測定結果が報告下限値である 1 mg/L を下回って
いた。このため，SS の値の推移は不明である。

3.4 T-N

環境基準点における表層の T-N の経年変化を
図 6 に示す。湖心及び子ノ口の両地点間で大きな
差は確認されず，年平均値は 0.05 mg/L から 0.10

mg/L の範囲で推移していた。平成 6 年頃までは，
測定結果が報告下限値未満となる月がおおむね

半数以下であり，0.05 mg/L 程度の値で推移して
いたが，平成 7 年頃から徐々に報告下限値を上回
る月が増える傾向が見られ，その後は 0.07～0.10
mg/L の範囲で推移していた。平成 5 年，平成 28
年及び平成 30 年には，年最大値がそれぞれ 0.32
mg/L，0.26 mg/L，0.17 mg/L と他の年の最大値と
比較して 2 倍から 3倍程度高い値を示した。

図 6 環境基準点における表層の T-N の経年変化

湖心 子ノ口

湖心 子ノ口

湖心 子ノ口
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3.4 T-P

環境基準点における表層の T-P経年変化を図 7
に示す。湖心及び子ノ口の両地点間で大きな差は

確認されず，年平均値は 0.003 mg/L から 0.005
mg/L の範囲で推移していた。おおむね直近 15
年間は測定結果が報告下限値未満となる月が多

い状況が続いていたが，昭和 58 年，62 年，平成

2 年及び平成 7 年から平成 17 年頃にかけては，
測定結果が報告下限値を上回る月が多く，年平均

値をやや押し上げる結果となっていた。また、昭

和 63年，平成 6 年及び平成 14年には，それぞれ
年最大値が 0.10 mg/Lと他の年の最大値と比較し
て 1.5 倍から 3 倍程度高い値を示した。

図 7 環境基準点における表層の T-P の経年変化

3.5 Chl-a

環境基準点における表層の Chl-a の経年変化
を図 8 に示す。湖心及び子ノ口の両地点間で大き
な差は確認されなかった。同一年内における最小

値は 40 年間でほぼ一定であった。一方で，最大
値は年によって差異が大きく，平成 16 年には
10.0 µg/L と最も高い値となった。
年平均値における近似直線の傾き（図 9）は，

湖心及び子ノ口で昭和 56 年から令和 2 年までの
40 年間ではそれぞれ 0.0142，0.0126 と正の値と
なり，長期的な傾向としては微増傾向であること

が示された。また，10 年ごとに近似直線の傾き

を求めたところ，湖心では昭和 56 年から平成 2
年までが 0.0780，平成 3年から平成 12 年までが
0.0042 と正の値となり，増加傾向が示された。一
方で，平成 13 年から平成 22 年までが-0.0464，
平成 23年から令和 2年までが-0.0261と負の値と
なり，減少傾向が示された。同様に，子ノ口につ

いても近似直線の傾きは 10 年毎に 0.0339，
0.0147，-0.043，-0.0398と増加傾向から減少傾向
に転じていた。このことから，Chl-aの中期的な
傾向としては，減少傾向であることが示唆され

た。

図 8 環境基準点における Chl-a の経年変化

※エラーバーの上端は年間の最大値，下端は年間の最小値を示す

湖心 子ノ口

湖心 子ノ口
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図 9 環境基準点における Chl-a の増減傾向（10 年単位）

4. まとめ

十和田湖の水質を昭和 56 年から令和 2 年まで
の 40年間の長期的な傾向で見ると，COD は微増
傾向となった。昭和 61 年以降，環境基準値及び
指針で定める改善目標値である全層平均 75%値
1 mg/L を達成できない状況が続いていたが，10
年ごとの中期的な傾向からは，COD は上昇傾向
から微減～横ばい傾向に転じてることが示唆さ

れた。

透明度は，指針が策定された平成 13 年以降，
長らく改善目標値である年間平均値 12 m を達成
できていない状況が続いていたが、平成 27 年及
び平成 28 年に 12 m を上回った。長期的な傾向
は，低下から横ばいであるが，10 年ごとの中期
的な傾向では , 上昇傾向ではあることが示唆さ
れた。

SS は，おおむね全ての測定結果が報告下限値
である 1 mg/L を下回っており，推移を把握する
ことはできなかった。

T-N は，昭和 58 年から平成 6 年頃までは測定
結果が報告下限値未満となる月が多かったが，以

降は検出頻度が増加していた。年平均値は 0.05
mg/L から 0.10 mg/L の範囲で推移しているが，
年最大値は希に 1.5倍から 3倍程度高い値を示す
ことが確認された。

T-P は，おおむね直近 15 年間については測定
結果が報告下限値未満となる状況が続いていた

が，年によっては，測定結果が報告下限値を上回

る月が多く出現する年も確認された。

Chl-aは，年平均値を長期的な傾向で見ると，
微増傾向であった。一方，昭和 56 年から平成 2
年まで及び平成 3 年から平成 12 年までの各 10
年間は増加傾向が示されたが，平成 13 年から平
成 22年まで及び平成 23年から令和 2年までの各
10 年間は減少傾向に転じており，中期的な傾向
としては減少傾向であることが示唆された。

十和田湖の水質の変化や各測定項目の関係性

については，未解明な部分が多く，今後，更なる

改善を進めるためには，各水質項目の推移や湖内

の水循環などの，より詳細な解析が必要である。

参考文献

1) 秋田県 : 令和 2 年度版環境白書, 2020, 60-63.
2) 青森県・秋田県: 十和田湖水質・生態系改善
行動指針,2015, URL. https://www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/9950〔accessed August 2, 2021〕.
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令和 2 年度（第 15 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録

食品衛生対策事業

平成 29 年度～令和元年度における収去食品の細菌検査結果について

鈴木純恵 樫尾拓子 今野貴之 髙橋志保 熊谷優子 斎藤博之

1. はじめに

秋田県では，県内で流通している食品の安全

性を確保するため，「秋田県食品衛生監視指導

計画」に基づき，食品等の抜き取り検査（収去

検査）を行っている。収去された食品の細菌検

査結果は，食品の製造や加工，調理，保存にお

いて衛生的で適切な取扱いがなされているかの

判断材料となり衛生指導等を行う際の一助とな

っている。当センターでは，毎年 300～400検体
の細菌検査を実施しており，多くの食品は基準

適合と判定されている。

本発表では，平成 29 年度～令和元年度の 3年
間に収去された食品の細菌検査結果について報

告する。また，令和元年度に大腸菌群や黄色ブ

ドウ球菌等の検査陽性となった検体から分離し

た菌株について，菌種の同定及び遺伝子検索を

行ったので，併せて報告する。

2. 方法

2.1 対象及び検査項目

平成 29年度から令和元年度に県内 8保健所管
内で収去した食品計 934検体を対象とした。
検査項目は，一般細菌数，大腸菌群，糞便系

大腸菌群（E. coli），E. coli 最確数，黄色ブドウ
球菌，サルモネラ属菌，カンピロバクター，ク

ロストリジウム属菌，乳酸菌数，恒温試験・細

菌試験，腸炎ビブリオ最確数，ボツリヌス菌及

びリステリア・モノサイトゲネスの合計 13項目
であった。

2.2 検査方法

成分規格が定められている食品は公定法に従

い，衛生指導基準が定められている食品は秋田

県検査実施標準作業書に従って実施した。

さらに，令和元年度の大腸菌群及び E. coli 検
査陽性検体から分離した菌株については，市販

の簡易同定キット API20E（ビオメリュー）また
は 16S rRNA 遺伝子の塩基配列解析により菌種

の確認を行った。また，令和元年度の黄色ブド

ウ球菌検査陽性検体から分離した菌株について

は，PCR法により主要な毒素であるエンテロト
キシン A～E 遺伝子を検索した。

3. 結果

成分規格が定められている食品は，平成 29年
度 126 検体，平成 30 年度 120 検体，令和元年度
120 検体であった。そのうち，成分規格に不適
合となったものは，平成 29 年度が乳及び乳製品
3 検体の大腸菌群，令和元年度が生食用かき（殻
付き）1 検体の E. coli 最確数であった。
衛生指導基準が定められている食品におい

て，不適合となったものは平成 29 年度 8検体，
平成 30 年度 7 検体，令和元年度 12 検体の合計
27 検体で，最も多かったのは生菓子の 14 検体
であった（表 1）。また，不適合となった検査
項目は，一般細菌数が 21 検体と最も多く，菌数
は 11 万～1,100 万/g であった。そのうち，大腸
菌群も陽性となった複数項目不適合の検体は 6
検体であった。また，食中毒原因菌となりうる

黄色ブドウ球菌が検出された検体もあった。

令和元年度の大腸菌群及び E. coli 検査陽性の
検体から分離した菌株について菌種同定を行っ

た結果を表 2 に示す。ほとんどの菌株が
Enterobacter 属や Klebsiella 属と同定され，これ
ら複数の菌種が検出された検体もあった。また，

令和元年度の生菓子から分離した黄色ブドウ球

菌は，エンテロトキシン A～E 遺伝子を保有し
ていなかった。

4. 考察

平成 29 年度～令和元年度の収去食品におけ
る細菌検査結果は，平成 22～28 年度の報告 1),2)

と同様の傾向であり，不適合項目のほとんどは

汚染指標菌となる一般細菌数や大腸菌群であっ

た。また，生菓子の指導基準不適合が最も多い

傾向にも変化はなかった。生菓子は手作業によ

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 39 -



る工程が多く，最終工程における加熱処理のな

い製品も多いため，他の食品に比べ衛生管理が

難しいと考えられる。また，未加熱の食材が含

まれる場合もあることから，製造工程における

汚染の他，原材料の取扱いにも注意が必要であ

る。

令和元年度の大腸菌群及び E. coli 検査陽性検
体から検出された Enterobacter属や Klebsiella属
は，ヒトや動物の腸管，自然界の土壌や水に広

く分布する。そのため，汚染要因は従事者や原

材料に限らず，施設設備や機器・器具の製造環

境など様々なものが考えられる。また，同一の

食品から複数の菌種が検出された検体について

は，汚染源となる箇所に複数の菌種が存在して

いた，複数の工程で汚染されたなどの可能性が

考えられた。

令和元年度の生菓子検体から分離した黄色ブ

ドウ球菌は，エンテロトキシン A～E 遺伝子を
保有していなかったが，エンテロトキシンを保

有している黄色ブドウ球菌の場合，食品の温度

管理が不適切であると，食品中で増殖し産生さ

れたエンテロトキシンの摂取により食中毒を引

き起こす可能性がある。黄色ブドウ球菌は生菓

子以外にも，平成 29 年度にはゆでめんから検出
されており，依然として基準不適合が見受けら

れる。黄色ブドウ球菌はヒトの鼻腔や手指にも

存在するため，製造工程で従事者から食品へ汚

染された可能性が考えられる。従事者の手洗い

をしっかり行い，食品を素手で扱わないなどの

衛生管理，更なる食品衛生への意識向上が必要

である。

国内に流通する食品の安全性向上を図るた

め，平成 30 年 6月に一部改正された食品衛生法
により，令和 3 年 6 月までに全ての食品等事業

者に「HACCP に沿った衛生管理」等の導入が求
められることとなった。HACCPは，科学的根拠
に基づく管理方法であり，作業工程をマニュア

ル化し記録保存することで，どの工程に不具合

があったかが容易に把握でき，改善措置も取り

やすくなることが期待される。食品衛生検査機

NT：検査対象項目ではないため，検査未実施

一般細菌数
（/g） 大腸菌群 E.coli 黄色ブドウ

球菌

H29.4 加熱惣菜 160万 NT

H29.6 弁当類 130万 NT

H29.7 生菓子 27万 NT

H29.7 生菓子 NT 陽性

H29.7 生食用鮮魚介類 NT NT 陽性 NT

H29.8 生菓子 17万 NT

H29.9 ゆでめん NT 陽性

H29.9 ゆでめん 590万 NT

H30.6 豆腐 11万 陽性 NT NT

H30.6 豆腐 34万 NT NT

H30.6 豆腐 200万 NT NT

H30.8 生菓子 18万 陽性 NT

H30.8 生菓子 220万 陽性 NT

H30.8 生菓子 110万 NT

H30.9 ゆでめん 63万 陽性 NT

R元.6 豆腐 170万 NT NT

R元.7 生菓子 21万 NT

R元.7 生菓子 1,100万 NT

R元.8 生菓子 12万 陽性 NT

R元.8 生菓子 210万 陽性 NT 陽性

R元.8 生菓子 陽性 NT

R元.8 生菓子 31万 NT

R元.8 生菓子 陽性 NT

R元.8 生菓子 160万 NT

R元.9 ゆでめん 21万 NT

R元.9 漬物 NT NT 陽性

R元.10 きりたんぽ 250万 NT

<10万 陰性 陰性 陰性

検査
年月

食品分類

不適合項目

衛生指導基準

表 1 衛生指導基準不適合の食品分類及び項目

検査年月 食品分類 不適合項目 菌株No. 菌種同定結果 同定確率(%)

R元.7 生食用かき（殻付き） E.coli 最確数 1 Esherichia 属 99.8
2 95.2
3 99.5
4 Klebsiella 属 98.1

R元.8 生菓子 大腸菌群 5 Klebsiella 属 98.1
6 Klebsiella 属 97.8
7 Enterobacter 属 95.2

R元.8 生菓子 大腸菌群 8 Enterobacter 属 95.2
R元.9 漬物 E.coli 9 Klebsiella 属 97.7

R元.8 生菓子 大腸菌群
Enterobacter 属

R元.8 生菓子 大腸菌群

表 2 大腸菌群の菌種同定結果
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関である当センターは，信頼性の高い結果を還

元するため，今後も検査精度の維持・向上を図

るとともに，継続して検査結果を取りまとめ，

本県の食品衛生指導の一助となるよう有益な情

報を提供していきたい。

5. まとめ

平成 29 年度～令和元年度の収去食品の細菌
検査結果は過去の報告と同様で，生菓子の指導

基準不適合が最も多く，不適合項目の大部分は

汚染指標菌となる一般細菌数や大腸菌群であっ

た。また，依然として食中毒原因菌となりうる

黄色ブドウ球菌の基準不適合が見受けられたた

め，衛生管理の徹底，衛生意識の向上が必要で

ある。

参考文献

1) 髙橋志保他：平成 22～24 年度における収去
食品の細菌検査結果について，平成 25 年度秋
田県保健環境業務研究発表会抄録，17-20．

2) 小川千春他：平成 25～28 年度における収去
食品の細菌検査結果について，秋田県健康環

境センター年報，13，2017，66-69．
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令和 2 年度（第 15 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録

感染症発生動向調査

新型コロナウイルス不検出検体における呼吸器感染症ウイルス検索

柴田ちひろ 佐藤由衣子 齊藤志保子 樫尾拓子

藤谷陽子 秋野和華子 斎藤博之

1. はじめに

2019 年 12 月に中華人民共和国湖北省武漢市
において原因不明肺炎の集団発生が探知され，

病原体として新型のコロナウイルスが発見され

た。その後，流行は日本をはじめ世界中へ拡大

し，WHO がパンデミックを宣言するに至った。
日本国内では 2020年 2月 1日に感染症法におけ
る指定感染症に定められ，発熱や肺炎等，疑わ

しい症状のある患者について，全国の地方衛生

研究所等でウイルス遺伝子検査が実施されてい

る。当センターでは 1 月 31 日に検査体制を整備
し，検査対応を開始した。3 月 6 日に県内 1 例
目の陽性者を確認して以降，6 月 30 日現在で 9
名を確認しているが，検査対象の大部分は新型

コロナウイルス不検出であり，他の呼吸器感染

症が疑われた。今回，これら不検出例を対象に，

他の呼吸器感染症ウイルス等の検索を行ったの

で報告する。

2. 方法

2.1 検討対象

2020 年 2 月 14 日～4 月 30 日までに，秋田市
保健所を含む県内 9 保健所より新型コロナウイ
ルス感染症疑い例として検査依頼のあった 458
例中，確定患者 10 例※及び無症状の患者接触者

79 例を除いた 369 例を対象とした。
※民間検査機関で患者確定後、退院のための陰

性確認を依頼された 1例を含む。

2.2 検査

2.2.1 対象病原体

呼吸器感染症ウイルス 9 種に肺炎マイコプラ
ズマを加え，計 10 種について検討した（表 1）。

2.2.2 検査方法

検討には，新型コロナウイルス遺伝子検査で

使用した患者検体からの遺伝子抽出産物を供

し，RNA ウイルスについては逆転写反応により

cDNA を合成した。その後，アデノウイルスは
conventional nested-PCR，他の 9 種は real-time
PCR を実施した。

3. 結果と考察

3.1 検出内訳

検出結果を表 2 に示す。重複感染例を含め
369 例中 71 例から何らかの病原体が検出され，
検出率は 19.2%であった。cHCoV，ライノウイ
ルス，hMPV の順に多く検出され，検出率はそ
れぞれ 9.5%，5.4%，2.4%であった。インフルエ
ンザウイルスは 5 例検出され、うち 1 例が AH3
型であったが、本例以外に 2019/2020 シーズン
に秋田県内で AH3 型は確認されていない。患者
は検体採取の 3 日前に海外旅行から帰国してい
たことから，海外もしくは県外からの移動途中

に感染したと推察された。

年齢別では，年齢層が上がるほど検出率は低

下する傾向が見られた（表 3）。特に 70 代以上
の検出率は 11.3%と，他年齢層と開きが見られ
た。高齢者の呼吸器症状には，基礎疾患や細菌

性感染症等の関与も大きいことから，本検討に

おいてもこれらウイルス性感染症以外の患者が

潜在していたと考えられた。

表 1 検討対象病原体

対象型

インフルエンザウイルス（Flu.） A型：H1pdm型，H3型
B型：山形系統
　　  ビクトリア系統

RSウイルス

ヒトメタニューモウイルス（hMPV）

パラインフルエンザウイルス（PIV） 1～4型

ライノウイルス

エンテロウイルス

ヒトコロナウイルス（cHCoV） 229E型，OC43型
NL63型，HKU1型

アデノウイルス

ヒトボカウイルス

細菌 肺炎マイコプラズマ

病原体名

DNA
ウイルス

RNA
ウイルス
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3.2 病原体定点観測調査との比較

同時期に病原体定点観測調査として採取され

た呼吸器感染症検体の結果と比較した（表 4）。
本検討の対象者は 90％以上が 20 代以上の成人
であったが、全検出数に占める cHCoVの割合は、
主に小児を対象としている病原体定点観調査の

2 倍以上であった。これまで cHCoV は軽い鼻か
ぜ程度の病原体とされてきたが，新型コロナウ

イルス感染症が疑われる患者からも多数検出さ

れたことで，成人の呼吸器感染症における主要

な病原体の 1 つであることが確認された。
また，病原体定点観測調査では検出されなか

った hMPV が、本検討では 3 番目に多く検出さ
れた。対象検体が採取された 2～4 月はちょうど
hMPV の流行期（3～6 月）に重なっており，秋
田県内でも広く流行していたと示唆された。病

原体定点観測調査においては，迅速診断キット

の普及により医療機関で容易に診断が確定する

ことから，検体採取が行われなかった可能性が

考えられた。

その一方で，病原体定点観測調査では全検出

例の 20%以上を占めたアデノウイルスが，本検

討では 1例も検出されなかった。小児では 40℃
近い高熱や肺炎等，重症例からの検出も多い一

般的なウイルスであるが，成人に対する病原性

及び感染性は低い可能性が示唆された。

3.3 年齢的特徴

複数例から検出された病原体について，患者

の年齢内訳を図 1 に示す。ライノウイルス及び

hMPV は，症例数が少ないものの 30 代以下の若
年層に多い傾向が見られた。cHCoV が検出され
た 35例は，不検出例を含めた全対象者の年齢内
訳とほぼ同様の分布であった。これにより，

cHCoV は年齢を問わず感染性を示し，全年齢層
で広く流行していると考えられた。

4. まとめ

新型コロナウイルス感染症が疑われた高熱や

肺炎を訴える患者の中に，cHCoV 等，一般的な
呼吸器感染症ウイルスの関与が認められた。今

回，図らずも秋田県内における成人の呼吸器感

染症の実態を検討する機会となったが，小児と

は異なる流行状況が示された。今後、県全体の

感染症対策として、新型コロナウイルスに限ら

ず，総合的な対策の重要性が改めて確認された。

図 1 病原体別患者年齢内訳

10代未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 全体

対象数（例） 13 22 78 65 41 45 43 62 369
検出数（例） 6 5 14 15 6 9 7 7 69
検出率（%） 46.2 22.7 17.9 23.1 14.6 20.0 16.3 11.3 18.7

表 3 年齢別検出率

表 4 病原体定点観測調査との検出数比較

cHCoV 35（48.6%） ライノウイルス 15（39.5%）
ライノウイルス 20（27.8%） cHCoV   8（21.0%）

hMPV   9（12.5%） アデノウイルス   8（21.0%）

Flu.   5（  6.9%） Flu.   2（  5.3%）

PIV   1（  1.4%） ヒトボカウイルス   2（  5.3%）
ヒトボカウイルス   1（  1.4%） 肺炎マイコプラズマ   2（  5.3%）
肺炎マイコプラズマ   1（  1.4%） エンテロウイルス   1（  2.6%）

（ ）内は検出総数に占める割合

　　新型コロナウイルス

　　行政検査（検出数72）
病原体定点観測調査

（検出数38）

Flu.※1 RS
ウイルス

hMPV PIV※2 ライノ
ウイルス

エンテロ
ウイルス

cHCoV※3 アデノ
ウイルス

ヒトボカ
ウイルス

肺炎マイコ
プラズマ

検出数（例） 5 0   9※4 1   20※4 0 35 0 1 1
検出率（%） 1.4 0.0 2.4 0.3 5.4 0.0 9.5 0.0 0.3 0.3 
※1　Flu.検出型：AH1pdm型 1例、AH3型 1例、B型（ビクトリア系統）3例
※2 PIV検出型：1型 1例
※3 cHCoV検出型：229E型 9例、OC43型 9例、HKU1型 15例、HKU1型・229E型重感染 2例
※4　hMPVとライノウイルスの重複感染例1例1検体を含む

表 2 病原体検出数
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*1 北秋田地域振興局鷹巣阿仁福祉環境部, *2 仙北地域振興局福祉環境部, *3 秋田地域振興局福祉環境部

成分名 定量イオン 定性イオン

シルデナフィル 475.2>  58.0 475.2>283.1

タダラフィル              390.2>268.0 390.2>169.0

バルデナフィル            489.2>151.1 489.2>312.1

ヨヒンビン                355.2>144.1 355.2>212.2

チオアイルデナフィル      505.1>299.0 505.1>327.1

フェンフルラミン          232.0>159.0 232.0>109.0
N-ニトロソフェンフルラミン 261.0>159.0 261.0>187.0

シブトラミン              280.0>125.0 280.0>139.0

令和 2 年度（第 15 回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録

危険ドラッグ対策事業

健康食品中の医薬品成分分析の検討と試買検査の結果について

藤井愛実 松渕亜希子 古井真理子 今野禄朗*1 櫻庭香織*2 宇賀神理奈*3

1. はじめに

近年，強壮や痩身効果等を標ぼうするいわゆ

る健康食品（以下「健康食品」という。）から

不当に添加された医薬品成分が検出される事例

が多数報告されている 1）。

当センターでは，県内に流通する健康食品中

の医薬品成分含有状況を明らかにするため，

2015 年度及び 2017 年度に県医務薬事課が実施

した健康食品等の試買検査事業の一環として，

報告例の多い強壮作用を標ぼうする製品につい

て，LC-MS/MS を用いた成分分析を行った。

今回，更に分析法を向上させるため，強壮に

加え痩身作用をもたらすとされる成分の分析法

について新たに検討を行ったので，試買検査の

結果と併せて報告する。

2. 方法

2.1 試料

実試料として，市販の健康食品を入手し，錠

剤 2 種（A，B とする），ハードカプセル 2 種（C，

D とする），ソフトカプセル（E とする），飲

料 2 種（F，G とする），濃縮飲料（H とする）

を用いた。

擬似試料として，超純水，デンプン，ブドウ

糖を用いた。

錠剤は，乳鉢で粉砕・均一化し，試料とした。

ハードカプセルは，内容物とカプセル基剤に分

け，内容物は乳鉢で均一化した。基剤は細切し，

重量の 9 倍の超純水を加え 40 ℃に加温して溶

解させたものを試料とした。ソフトカプセルは，

全量を用い，基剤と同様に加温・溶解した。飲

料及び濃縮飲料はよく混和し，そのまま供した。

2.2 対象成分

2.2.1 分析法の検討

強壮系医薬品成分及び類似物質 : シルデナフィ

ル，タダラフィル，バルデナフィル，ヨヒンビ

ン，チオアイルデナフィル

痩身系医薬品成分及び類似物質 : フェンフルラ

ミン，N-ニトロソフェンフルラミン，シブトラ

ミン

2.2.2 試買検査

強壮系医薬品成分及び類似物質: 上記 5 種

2.3 測定条件

各対象成分について，LC-MS/MS の測定条件

を表 1 に，イオン化条件（定量イオン，定性イ

オン）を表 2 に示す。

表 1 測定条件

表 2 イオン化条件

2.4 前処理法

各試料をガラス試験管に 20 mg 相当となるよ

う量り採り，メタノールを加え，10 mL に定容

した。次に超音波抽出（15 分間）を行い，遠心

分離（3000 rpm，5 分間）をして，上清をメンブ

レンフィルター（PTFE 製，0.2 µm）でろ過した

ものを試験溶液とした。なお，試験溶液は試料

を 500 倍に希釈したものとなる。

LC-MS/MS装置：QTRAP4500（AB SCIEX 社製）
カラム：L-Column3（2.1 mm i.d.×150 mm, 3 µm）

移動相：A液（0.01 %ギ酸，2.5 mM酢酸アンモニウム水

溶液），B液（0.01 %ギ酸，2.5 mM酢酸アンモニウム含

有メタノール）

グラジエント time (min) / B液 (%)：0/5→1/45→ 3/45→ 6/70
→10/70→15/95→24/95→24.5/5→35/5
流速：0.2 mL/min，カラム温度：40 ℃, 注入量：5 µL
イオン化条件：ESI Pos，測定モード：Scheduled MRM
イオン源温度：500 ℃，イオン源電圧：5000 V
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3. 結果及び考察

3.1 検量線の作成

ピーク面積による絶対検量線法で，0.1 ppb～
10 ppb の範囲で検量線を作成したところ，相関

係数 0.998 以上の検量線が得られた。

3.2 添加回収試験

試料中濃度が 500 ppb となるよう標準液を添

加し，試験を行った（n=3）。C 及び D は内容

物と基剤を別々に定量後，各部位の重量比をも

とに，1 カプセル当たりの回収率を求めた。各

成分の平均回収率は一部を除き 70%以上かつ

120%以下であり，相対標準偏差（RSD（%））

は一部を除き 10%以下であった（表 3）。

チオアイルデナフィルについては，約半数の

試料で回収率が 70%未満であった（太字）。測

定妨害成分（夾雑物）のない超純水において回

収率が低かったことから，前処理で用いるガラ

ス材質の器具への吸着が起きていると考えら

れた。

そこで，吸着を抑えるため器具をポリプロピ

レン材質に代え，回収率の低かった超純水と B
の再試験を行った（n=3）。その結果，超純水

は平均回収率 107.1%（RSD 4.3%）となり改善

したが，B は平均回収率 2.5%（RSD 29.2%）と

改善はみられなかった。B は吸着より試料中に

含まれる夾雑物の方が大きく影響していると

考えられる。夾雑物の影響を抑えるには新たに

精製法等を検討する必要があり，今後の課題で

ある。

3.3 試買検査

試買検査の結果について，表 4 に示す。各年

度 5 検体ずつ検査を実施し，いずれも医薬品成

分は検出されなかった。

表 4 試買検査結果

4. まとめ

健康食品中に含まれる医薬品成分の定性・定

量分析を検討し，概ね良好な結果が得られた。

試買検査の結果は全て不検出であった。今後も

健康被害の未然防止に資するため，多様化する

製品や新規成分に対する精製法や測定法につ

いて，更に検討する必要がある。

参考文献

1） 厚生労働省, 健康被害情報・無承認無許可

医薬品情報. URL. https://www.mhlw.go.jp/k
inkyu/diet/musyounin.html〔accessed June 24,
2020〕.

年度
検体
番号

形状 結果

1 その他（丸剤）

2 ソフトカプセル

3 濃縮飲料

4 ハードカプセル

5 錠剤

1 その他（ウエットシート）

2 錠剤1種，ハードカプセル2種
3 錠剤

4 ハードカプセル

5 錠剤

2015

2017

全て不検出

全て不検出

　A（錠剤） 99.0 (1.1) 100.1 (1.2) 101.7 (1.5)  99.1 (1.5) 16.5 (8.2) 101.1 (1.8) 79.5 (2.7) 102.4 (1.4)
　B（錠剤） 99.9 (2.7)  98.2 (5.2) 100.7 (7.7)  97.5 (9.0) 15.9 (24.7) 106.8 (4.3) 91.6 (5.3)  87.1 (21.9)
　C（ハードカプセル） 89.8 (1.3)  84.0 (5.1)  84.8 (1.8) 102.3 (4.0) 63.0 (10.1)  88.0 (2.6) 72.2 (4.5)  93.6 (2.1)
　D（ハードカプセル） 97.4 (3.9)  92.3 (5.0)  98.4 (2.3)  95.2 (3.6)  84.4 (7.5) 101.6 (3.6) 78.6 (4.6)  98.6 (3.9)
　E（ソフトカプセル) 96.8 (1.4) 100.4 (2.4)  99.4 (3.2) 109.2 (3.1)  89.7 (5.7)  96.6 (3.4) 81.3 (4.3) 102.5 (2.0)
　F（飲料） 98.3 (2.1) 100.3 (1.9) 101.3 (1.4) 105.5 (1.5) 27.5 (42.4) 102.0 (1.5) 79.7 (2.6) 105.7 (1.3)
　G（飲料） 97.4 (1.4)  98.6 (1.9) 100.4 (0.2) 104.2 (1.4)  78.6 (34.1) 103.9 (2.5) 78.2 (1.5) 104.3 (1.3)
　H（濃縮飲料） 95.2 (1.4)  94.8 (1.0)  96.3 (0.6) 118.2 (2.0)  83.1 (15.5)  88.2 (1.4) 74.4 (3.7)  99.1 (2.4)

　超純水 95.8 (2.0)  97.1 (0.6)  99.0 (5.1)  96.5 (1.2) 51.1 (45.0) 105.7 (7.6) 81.1 (3.6) 102.3 (0.8)

　デンプン 97.4 (2.1)  89.7 (1.5) 100.7 (1.3)  85.9 (2.9) 60.7 (57.9)  93.3 (2.0) 81.0 (4.4)  99.0 (1.7)
　ブドウ糖 94.3 (1.0)  92.5 (1.9)  98.6 (1.1)  95.4 (0.9)  86.7 (3.9)  98.8 (0.9) 78.5 (3.4)  99.7 (2.5)

フェンフル

ラミン

N-ニトロソ

フェンフル

ラミン

シブト

ラミン

                     (n=3，(  ) 内は RSD (%) )

　　　　　　　成分名

  試料

シルデナ

フィル

タダラ

フィル

バルデナ

フィル
ヨヒンビン

チオアイ

ルデナ

フィル

表３ 添加回収試験の平均回収率（％）
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大気汚染・水質汚濁等常時監視事業（酸性雨実態調査）

秋田県における常時開放型ろ過式降雨採取方式による酸性雨調査結果

（平成 20～30 年度）について【非海塩項目等沈着量との相関より】

梶谷明弘

１．はじめに

1970 年代に関東地方に酸性度の強い雨が降
り，目の痛みなどの健康被害や農作物への被害

が発生したことを契機に，環境省では昭和 58
年度に酸性雨対策調査を開始した 1）。秋田県は，

酸性雨の地域特性を明らかにするため，平成 2
年 7 月から秋田市内（降雨時開放型採取方式），
大館市内及び横手市内（常時開放型ろ過式降雨

採取方式「以下「常時開放方式」と記述。）の

3 地点で降水中の pH 等のモニタリング調査を
実施している。

本報では平成 20年度から平成 30年度までに
実施した常時開放方式による 2地点の月別調査
結 果 か ら 水 素 イ オ ン 及 び 非 海 塩 性 項 目

（nss-SO42 ｰ，NO3-，NH4+，nss-Ca2+）沈着量（以

下｢非海塩項目等沈着量｣と記述。）と各項目別

沈着量との解析結果について報告する。

2．調査方法等

2.1 調査地点

大館市内及び横手市内

2.2 調査方法

採取方法を除き，湿性沈着モニタリング手引

き書 2）に準拠して実施した。各調査地点におい

て，原則１週間毎の雨水を採取し，降雪期には

採取した雪を溶かしたものを試料とした。

2.2.1 調査期間

平成 20 年度から平成 30 年度において通年
2.2.2 調査項目等

pH，陰イオン（SO42-, NO3-, Cl-）及び陽イオ

ン（NH4+, Ca2+, Mg2+, K+, Na+）について， pH
計，イオンクロマトグラフで分析を行った。

2.2.3 解析方法

非海塩項目等沈着量と各項目別沈着量との相

関係数を求めた。

各イオンの沈着量は，各イオン濃度，回収し

た試料水量（以下「溜水量」と記述。），集水

面積で計算される値である。沈着量は，降水に

よって単位面積あたりに沈着したイオン成分量

を示している。なお，本調査では，各週の測定

結果を溜水量で重み付けした上で月間沈着量

（mmol m-2 month-1）を使用した。

３．解析結果

水素イオン濃度及び非海塩項目沈着量と各

項目別沈着量相関係数を表１及び表 2 に示し
た。なお，下線のある項目名は海塩性項目を，

相関係数の太字下線は相関が 0.9 台，太字は 0.8
台，下線は 0.7 台を示している。

表 1 各項目別沈着量等相関係数（大館市）

　　　 　 非海塩項目等
　
全項目

Ｈ＋
nss-

SO 4
2- NO 3

- NH4
+ nss-

Ca2+

Ｈ＋ 1 .000 0.641 0.662 0.499 0.381

nss-SO 4
2- 0.641 1.000 0.939 0 .860 0.796

海塩性SO4
2- 0.417 0.414 0.429 0.355 0.250

NO 3
- 0.662 0 .939 1 .000 0 .858 0.766

Cl- 0.397 0.415 0.417 0.363 0.243

NH 4
+ 0.499 0 .860 0.858 1.000 0.733

Na+ 0.417 0.414 0.429 0.355 0.250

K+ 0.469 0.560 0.573 0.502 0.423

nss-Ca2+ 0.381 0.796 0.766 0.733 1 .000

海塩性Ca2+ 0.417 0.414 0.429 0.355 0.250

Mg2+ 0.413 0.440 0.451 0.382 0.286

　　　    非海塩項目等
　
   全項目

Ｈ＋
nss-

SO4
2- NO3

- NH4
+ nss-

Ca
2+

Ｈ＋ 1 .000 0.709 0.764 0.765 0.239

nss-SO4
2- 0.709 1.000 0 .902 0 .874 0.779

海塩性SO4
2- 0 .809 0.751 0 .820 0 .808 0.433

NO3
- 0.764 0.902 1 .000 0 .931 0.692

Cl
- 0.790 0.854 0 .837 0 .816 0.562

NH 4
+ 0.765 0.874 0 .931 1 .000 0.587

Na
+ 0 .809 0.751 0 .820 0 .808 0.433

K+ 0.787 0.853 0 .893 0 .878 0.570

nss-Ca2+ 0.239 0.779 0.692 0.587 1.000

海塩性Ca2+ 0 .809 0.751 0 .820 0 .808 0.433

Mg2+ 0 .800 0.833 0 .840 0 .820 0.533

表 2 各項目別沈着量等相関係数（横手市）
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表 3 各項目別沈着量相関係数（秋田市）

　　　  非海塩項目等
　
   全項目

Ｈ＋
nss-

SO 4
2- NO3

-
NH4

+ nss-

Ca2+

Ｈ
＋ 1.000 0.626 0.564 0.334 0.002

nss-SO4
2- 0.626 1.000 0.789 0.514 0.627

海塩性SO4
2- 0.606 0.510 0.427 0.122 0.163

NO3
- 0.564 0.789 1.000 0.425 0.449

Cl- 0.608 0.509 0.417 0.121 0.160

NH4
+ 0.334 0.514 0.425 1.000 0.224

Na+ 0.606 0.510 0.427 0.122 0.163

K+ 0.575 0.511 0.453 0.178 0.240

nss-Ca2+ 0.002 0.627 0.449 0.224 1 .000

海塩性Ca2+ 0.606 0.510 0.427 0.122 0.163

Mg2+ 0.594 0.520 0.424 0.128 0.197

3.1 水素イオン濃度（pH 値）との相関

(1) 大館市：各項目とも相関は 0.7 未満であ
った。

(2) 横手市：非海塩性カルシウムイオン以外の
項目との相関が 0.7 を超えており，相関があ
った。

3.2 非海塩性硫酸イオン（nss-SO42-）沈着量

との相関

(1) 大館市：非海塩性項目との相関がいずれも
0.7 を超えており，相関があった。

(2) 横手市：非海塩性項目との相関がいずれも
0.7 を超えており，相関があった。

3.3 硝酸イオン（NO3-）沈着量との相関

(1) 大館市：非海塩性項目との相関がいずれも
0.7 を超えており，相関があった。

(2) 横手市：非海塩性カルシウムイオン以外の
項目との相関が 0.7 を超えており，相関があ
った。

3.4 アンモニウムイオン（NH4+）沈着量との相

関

(1) 大館市：非海塩性項目との相関がいずれも
0.7 を超えており，相関があった。

(2) 横手市：非海塩性カルシウムイオン以外の
項目との相関が 0.7 を超えており，相関があ
った。

3.5 非海塩性カルシウムイオン（nss-Ca2+）沈

着量との相関

(1) 大館市：非海塩性項目との相関がいずれも
0.7 を超えており，相関があった。

(2) 横手市：相関が 0.7 を超えていた項目は非
海塩性硫酸イオンのみであった。

4．考察

大館市及び横手市の調査地点はいずれも秋

田県の内陸部に位置するが，非海塩性項目の相

関が，大館市は非海塩性項目のみとあり，横手

市は非海塩性カルシウムイオン以外の項目と

あった。

また，日本海に近い秋田市の調査地点の湿性

沈着量から求めた各項目別沈着量の相関係数

を表 3 に示した。
非海塩性硫酸イオンと硝酸イオンの相関が

0.7 台であり，それ以外の項目との相関は 0.7
未満であった。このことから，横手市の非海塩

性カルシウムイオン以外の非海塩性項目と海

塩性項目との相関があるのは，海塩性物質を含

む気塊が横手市へ移流時に，非海塩性物質を巻

き込んでいる可能性が示唆された 3)。

なお，秋田県第 2 の市である横手市は広大な
横手盆地内に位置し，近傍に人口規模の大きい

大仙市，湯沢市が，北西には秋田県第 1 の市で
ある秋田市が位置しているが，大館市は近傍の

南東に鹿角市を有し，北西には白神山地，南西

に森吉山を抱えていることから，地理的，地形

的な要因で相関に差異が出た可能性が考えら

れる。

5．まとめ

(1) 非海塩性項目は，大館市の調査地点では非
海塩性項目のみと相関があり，横手市の調査

地点では非海塩性カルシウムイオン以外の

項目と相関があった。

(2) 大館市及び横手市の相関結果の差異は，地
理的，地形的な要因の可能性が考えられる。
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話題提供：保健衛生部

新型コロナウイルス検査の舞台裏

斎藤 博之

保健衛生部の業務は一言でいうと，細菌やウ

イルスといった，病原体に関する試験検査と調

査研究ということになります。従って，秋田県

内で何かの細菌・ウイルスの流行や集団感染，

外国から入ってきた感染症事案などが発生した

場合には，それらの原因究明に係る分析などは，

保健衛生部が担当します。特に当センターは高

度封じ込め実験施設（図 1）を備えた県内唯一
の機関であり，危険度の高い病原体に真正面か

ら立ち向かう能力を有しています。今回は，数

多くある業務の一つとして，世界を震撼させて

いる新型コロナウイルスの検査の舞台裏を紹介

します。

新型コロナウイルスが我が国で流行するよう

になってから，“PCR 検査”という文言が連日の
ように報道されています。多くの人たちは病院

で鼻に深く綿棒を突っ込まれて痛い思いをする

のが PCR検査であると認識しているかもしれま
せん。同じく病院においても，こうした検体採

取行為が PCR検査であると見なされていること
がほとんどです。PCR 検査の原理等を説明する
と専門的で難しくなってしまいますから，ここ

では痛い思いをして採取された検体（綿棒）の

行方を理解していただければと思います（現在

は唾液による検査も可能）。

1．病院で採取された検体は，保健所の手配に

よって当センターを含む検査能力を有する

機関に運び込まれます。

2．運び込まれた検体にはウイルスが生きたま

ま付着している可能性がありますので，安

全キャビネットという内部が陰圧に保たれ

た特別な実験設備の中で開封します。最初

に綿棒を液体培地の中で攪拌してウイルス

を浮遊させます。次にこの液体培地を溶解

液と混合して含まれているウイルスを破壊

して，内部にある遺伝子が外に出てくるよ

うにします。これ以降は，感染性はなくな

ります。

3. ウイルスの種々雑多な成分が含まれている

溶解液から各種試薬を用いて，遺伝子だけを

単離精製します。

4. 精製されたウイルスの遺伝子に，新型コロナ

ウイルスにだけ反応するように設計された

増幅試薬を混ぜて，PCR 機器にセットし反
応を開始します。このプロセスがいわゆる

PCR（ポリメラーゼ連鎖反応）と呼ばれてい
るものになります。

5. 約 90分の反応で，陽性の場合は機器の画面
に遺伝子が増えてくるのを観察できます。

6. 陽性・陰性の検査結果を関係各所に報告して

検査は終了となります。

慎重に検体を取り扱う

高度封じ込め実験室
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一般に PCR 検査というと，前述の 1 からいき
なり 6 のプロセスになるように思われています
が，実際には 2～5 のプロセスがあり，多くの人
たちが普段目にすることのない舞台裏に当たり

ます。正しい検査を行うには，非常に高度な手

技と熟練を必要とします。前述の 2 のプロセス
では生きたウイルスを扱うので，自分が感染し

ないことと外部に漏出させないことに注意しな

ければいけません。3 と 4 のプロセスでは，マ
イクロリットル（1,000 分の 1ml）単位で試薬を

扱うので繊細な作業となります。もとより，PCR
は極微量の遺伝子を 100 億倍くらいに増やして
検出する方法ですから，遺伝子の欠片がわずか

に陰性検体に混入しただけでも“偽陽性”となっ
てしまいます。一方で，精製した遺伝子に不純

物が混入していたり，少量の試薬を正確に調製

できていなかったりすると“偽陰性”になってし
まいます。PCR 検査には高度な手技と熟練が必

要とされるゆえん
．．．

です。実際には，こうした間

違いが起こらないように何重にも安全策を講じ

て検査を実施しますが，その分だけ神経を張り

詰める作業が続きます。令和 2 年 10 月 11 日現
在まで，当センターでは 1,522 検体の PCR 検査
を実施していますが，これら全てが上記のよう

なプロセスで行われています。「濃厚接触者〇

人を PCR 検査したところ▲人が陽性だった・・
・・」などのように報道されるのはそのプロセ

スの一部分だけであり，その舞台裏がどうなっ

ているかを想像してもらえれば，新型コロナウ

イルス感染症の対策を理解していただけるもの

と確信いたします。

マイクロリットル単位の試薬

陽性だとグラフが立ち上がる遺伝子と試薬の混合
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話題提供：理化学部

食品添加物について

佐藤 徹也

1．はじめに

理化学部では，食品添加物や残留農薬等に関す

る食品検査，食品や環境中の放射能検査，工場や

廃棄物処理施設に関連する有害物質の検査など，

多岐にわたる理化学的行政検査を行っておりま

す。

この度は，食品添加物に関するお話しをさせて

いただきたいと思います。

食品添加物は，製造や加工をしやすくして生産

性を向上したり，風味や外観をよくしたり，保存

性を高め食中毒のリスクを低減したり，栄養成分

を強化したり，今や私たちの食生活にとって不可

欠のものと言えます。

私たちが毎日快適な生活を営むためには，衣食

住が充たされ，きれいで便利な環境に恵まれなけ

ればなりません。

特に食品（食事）については，私たちの健康の

維持増進を図るために重要であるとともに，大き

な楽しみでもあります。食品（食事）には栄養性，

貯蔵性，嗜好性，利便性，経済性などいろいろな

機能が求められます。

これらは時には仕方なく，あるいは故意に損な

われることがあります。ダイエットを気にする方

は，一般的に見れば栄養価の低い食品をわざと口

にして満腹感を得る，ということがあるようです。

激辛なカレーやラーメンなどと言ったメニュー

は，嗜好性の面で万人受けするものではないけれ

ども，熱烈なファンがいることも事実です。記念

日に高級な料理店で食事をするようなことも，時

には経済性を無視しても良しとしているのかもし

れません。これらは，食品（食事）に期待される

機能を損なうものではありますが，一般的には深

刻な事態にはなりにくいものです。

ところが，食品の特性において，絶対に無視で

きない重要な機能があります。

それは「安全性」です。

以前のことですが，「食品添加物というのは必

要悪なんだろう」という言葉に触れたことがあり

ます。「食品添加物＝化学物質＝毒性あり＝悪」

という論理のようでした。

漠然となのかもしれませんが，多くの皆さんが

同様の意識をお持ちではないでしょうか。過去に

実施された一般消費者を対象としたアンケート調

査等でも，「食品添加物＝有害･有毒性（発がん性，

アレルギー性）」という回答の割合が高い傾向が

ありました。

「現在の豊かな食生活を維持するために，食品

添加物を使わざるを得ないのはわかっている（ス

ーパーの店頭に陳列されている食品のうち，食品

添加物を使用しているものを取り除くと，残るの

は鮮魚，精肉，牛乳，青果など，かなり限られた

品目だけ），でも…。」という感覚が「必要悪」
という言葉につながっているようです。

2．食品添加物の分類

一口に食品添加物と言っても，食品衛生法では

4種類に分類されています。
2.1 指定添加物

化学的合成品，天然由来物質に係わらず，厚生

労働大臣が安全性，有効性を確認して指定したも

の。466品目（指定添加物リスト，最終改正:令和
2年 6月 18日）。内閣府食品安全委員会による安
全性審査，確認が済んだものが追加され，少しず

つ増えている。

2.2 既存添加物

従来，天然添加物として使用され，長年の実績

があるものとして，厚生労働大臣が引き続き使用

することを認めたもの。357品目（既存添加物名
簿収載品目リスト，最終改正令和 2年 2月 26日）。
安全性に問題があることが判明したもの，使用実

態がないものなどについて見直され，少しずつ減

ってきている。
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2.3 天然香料

動植物から得られる天然の物質で，食品に香り

を付ける目的で使用されるもの。一般的に使用量

がごくわずかであり，長年の食経験で健康に影響

がないとして認められているもの。612 品目（天
然香料基原物質リスト，最終改正:平成 22年 10月
20日）。

2.4 一般飲食物添加物

一般に食品として飲食に供されている物であっ

て添加物として使用されるもの（食品衛生法第 12
条）。例えば，果汁やココアを着色目的で使う場

合，オクラの抽出物を増粘安定剤として使う場合

など。72品目（一般飲食物添加物品目リスト，最
終改正:平成 22 年 10 月 20 日），ただし，添加物
としての機能を目的として使用するときは，全て

の食品が対象となる。

これらのうち，2.2～2.4 は天然由来のもの，又
は日常的に食べられている食品そのものなので，

不安を感じられる方は多くないと思います。おそ

らく「必要悪」の印象を持たれる主役は 2.1なの
でしょう。しかし，前述したとおり，指定添加物

は科学的検証の結果，安全性が確認されているも

のという位置づけです。

3．食品添加物の安全性確保の取り組み

また，食品添加物の安全性を確保するために，

様々な取り組みがなされています（厚生労働省）。

3.1 規格及び使用基準の設定

品質の安定した食品添加物が流通するよう，純

度や成分について遵守すべき項目（成分規格）を

設定（食品衛生法第 13条）。過剰摂取による健康

被害が発生しないよう，食品添加物ごとに添加で

きる上限値（使用基準）を設定（厚生省告示第 370
号）。

3.2 既存添加物の安全性確保

既存添加物の安全性の確保を推進し，問題のあ

る添加物などの製造・販売･輸入などを禁止（食品

衛生法第 12条）。

3.3 食品添加物の摂取量調査

実際に一般市場から仕入れた食品に含まれる添

加物の種類と量を検査し（マーケット･バスケット

方式），許容一日摂取量（ADI：人が毎日一生涯
摂取し続けても，健康上何の影響も受けない一日

あたりの摂取量）の範囲にあるかを確認。

4．おわりに

しかしながら，インターネットをはじめとする

媒体には，「食品添加物＝悪」という発信が少な

からずあり，「無添加食品」を求める消費者意識

が根強いことも事実のようです。

科学的根拠に基づくルールに立脚し，飲食に起

因する危害の防止を旨とする私たちにとって，少

し残念な気持ちになることもあります。

健康環境センター理化学部では，年間計画に基

づき，秋田県内で製造，加工，販売される食品の

添加物の適正使用を検証･確認し，食品の安全確保

のための業務を行って参ります。

御理解くださいますようお願いします。

甘味料（サッカリン）の抽出（透析） 保存料（ソルビン酸）の抽出（蒸留）

【理化学部で行っている検査の一例】
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令和2年度（第15回）秋田県健康環境センター研究発表会抄録

話題提供：環境保全部

秋田県の三大湖沼について

渡邊 寿

1. はじめに

秋田県は，世界自然遺産に登録された白神山地

をはじめ，四季の変化に富んだ美しい自然を有し

ています。その中には，県の三大湖沼である十和

田湖，田沢湖，八郎湖があり（図 1），隣県の青森

県，岩手県にまたがり神話として残る三湖伝説 1)

にも取り上げられ，地域住民との関わりも非常に

強いものとなっています。

当センターでは，環境基本法による「水質汚濁

に係る環境基準」（以下，環境基準）の達成状況を

確認するため，十和田湖（青森県と共同），田沢湖

は年 8回，八郎湖は年 12回，水質調査を実施して

います。

ここでは，各湖沼の「概観と水質の状況」並び

に「湖沼ごとの課題と当部の役割」について紹介

します。

2．各湖沼における概観と水質状況について 2）

十和田湖，田沢湖，八郎湖の概観と水質状況に

ついては，次のとおりです。

2. 1 十和田湖

2.1.1 概観

十和田八幡平国立公園のシンボル的存在で，青

森県との県境に位置し，面積 61 km2，湖面標高

400 m，最大水深 327 m のカルデラ湖です。

2.1.2 水質

昭和 61 年度以降，化学的酸素要求量（COD）

の環境基準である 1 mg/L 以下を達成できていま

せん。また，近年は 1.5 mg/L程度を横ばいで推移

しています（図 2）。

十和田湖

図 1 県内三大湖沼の位置図
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2.2 田沢湖

2.2.1 概観

県央部奥羽山脈沿いに位置するカルデラ湖で，

湖面積 25.8 km2，湖面標高 249 m，最大水深 423 m

の国内で最も深い湖であり，東側に面する白浜は

県内唯一の湖水浴場としても知られています。

2.2.2 水質

発電用水やかんがい用水の確保のため，昭和 15

年から近隣の玉川から酸性河川水を導水したこと

から，酸性湖沼となっています。

pH は，玉川の中和処理が開始（平成元年 10月）

されてから徐々に回復したものの，平成 14 年度以

降，玉川上流にある源泉の酸度が上昇したため，

再び低下し，平成 15 年度以降は湖心において 5.0

～5.4 で推移しています（図 3）。

田沢湖

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

pH

S52 54 56 58 60 62 H元 H3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
（年度）

図3　田沢湖（湖心）のpHの経年変化

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

S54 56 58 60 62 H元 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 （年度）

図2　十和田湖（湖心）のCOD（75%値）の経年変化

湖　心 環境基準値 （1 mg/L 以下）

（mg/L）
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2．3 八郎湖

2.3.1 概観

八郎湖は，秋田市の北方約 20 km に位置し，八郎

潟の干拓によって残存した淡水湖です。湖の面積

は 47.3 km2，総容量は 132.6 百万 m3，平均水深 2.8

ｍとなっています。

2.3.2 水質

八郎湖の湖水は主に干拓地の農業用水として循

環利用されているほか，内水面漁業，釣りなどの

親水域等に利用されています。

八郎湖は，干拓事業が完了した後，徐々に富栄

養化が進行し，アオコが大量に発生するなど，水

質環境基準が確保されない状況が続いています

（図 4）。

3.各湖沼での課題と当部の役割

これらの三大湖沼の主な利用形態は，十和田湖

が観光資源，田沢湖が発電と農業用水，八郎湖が

農業用水となっており，それぞれの地域に応じて

その利用形態が異なっています。そのため，抱え

ている課題もそれぞれ特徴的なものとなっていま

す。

十和田湖は，昭和 61年以降，COD の環境基準

である 1 mg/L 以下を達成できていない状況が続

いていることが水質の課題として挙げられますが，

その一方，貧栄養湖でありながら，観光資源であ

る「十和田湖のヒメマス」の安定した漁獲量確保

のため，毎年，稚魚を放流しており，水質保全と

資源保護の両輪で湖を管理することが必要となっ

ています。

田沢湖は，玉川中和処理施設の稼働後，湖内の

pHが改善する傾向がみられているものの，酸性湖

沼となった原因が自然由来である酸性河川水の導

水にあることから，pHの改善はなかなか進んでい

ないのが実情です。また，酸性河川水には栄養分

も含まれており，pHが回復すると一般的には COD

が上昇する傾向がみられることから，今後，水質

をどう管理するのか考えていく必要があります。

八郎湖は，平成 19年 12月に湖沼水質保全特別

措置法に基づく指定湖沼となった後も，夏場にお

けるアオコの発生や水質環境基準を確保できない

八郎湖

第１期計画 第２期計画

H19～H24 H25～H30

八郎湖に係る湖沼水質保全計画

0

5

10

15

S57 60 63 H3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

（年度）

湖　心 環境基準値（3 mg/L以下）

（mg/L）

　図4　八郎湖(湖心)のCOD（全層平均の75%値）経年変化
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状況が続いており，各種対策を実施していますが，

富栄養化に対する水質改善には長い年月がかかる

ものとみられています。県では，平成 20年 3月に

「八郎湖に係る湖沼水質保全計画」を策定し，3

期目に入った現在も計画に基づき水質保全に有効

な対策を継続しています。

地球上の水は，97.5%が海水，2.5%が淡水といわ

れていますが，湖沼，河川などの形で私たちの身

近に存在しているのは，全体の約 0.01％です。そ

れ故，湖沼，河川の水は貴重な資源といえます。

先に紹介した三湖伝説は神話として今も語り継

がれていますが，それは人と湖沼との関わり方か

ら学ぶ水の大切さを後世に伝えたいという一面が

あるのかもしれません。

いずれの湖沼とも様々な課題を抱えていますが，

それを利用して生活する県民の皆様にお願いとし

て，貴重な水資源を確保することは当然のことな

がら，その水質にも目を向けていただけたらと思

っています。

当センターでは，今後の水質保全に生かすため

にも長期的なモニタリングとデータの蓄積を行い，

引き続き水質調査を通じた水質保全に寄与してい

きたいと考えております。

参考文献

1) 三湖伝説：鹿角に生まれた若者が，ある事件を
きっかけに龍に化身し十和田湖をつくりその主

となったが，南祖坊との戦いに敗れて十和田湖

を追い出され，次の安住の地としたのが八郎潟

でした。そして，田沢湖の辰子姫と出会うとい

う壮大な伝説です。秋田県生活環境部 環境管理

課八郎湖環境対策室：龍神「八郎太郎」が住む

八郎湖．URL. https://www.pref.akita.lg.jp/pages/ar

chive/11285 〔accessed September 2, 2020〕.

2) 秋田県生活環境部環境管理課：水・土壌環境の

保全，令和元年度版 環境白書（本編），令和 2

年 1月，58-70．
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令和 2 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録

2009～2020 年における感染症流行予測調査
（日本脳炎感染源調査）結果について

樫尾拓子 佐藤由衣子 柴田ちひろ 藤谷陽子 佐藤寛子

秋野和華子 斎藤博之

1. はじめに

日本脳炎は，フラビウイルス科に属する日本

脳炎ウイルス（JEV）に感染することでおこる
感染症である。JEV に感染しても大半は不顕性
感染に終わるが，100～1000 人に 1 人程度が脳
炎を発症し，その場合の致命率は 20～40%と高
く，回復しても重篤な後遺症を残すことが多い。

特異的な治療法はないことから，感染予防のた

めワクチンの接種や蚊に刺されないように注意

することが重要となる。我が国では感染症法に

おいて四類感染症の全数把握対象疾患に指定さ

れており，ワクチンが普及し生活環境が改善さ

れた近年でも，2018 年を除き関東以南で毎年数
例の患者が報告されている。

JEV は蚊（主にコガタアカイエカ）によって
媒介される。通常は増殖動物であるブタと蚊の

間で感染環が成立しているが，JEV を保有した
蚊に刺咬されることでヒトへの感染も起こる。

ヒトは JEV の終末宿主であり，ヒトからヒトへ
感染することはない 1)。従ってウイルス増殖動

物としてのブタの感染状況が，ヒトへの感染を

左右していると考えられる。そのため，厚生労

働省は感染症流行予測調査事業の一環として，

JEV の流行状況の把握を目的にブタの JEV に対
する抗体保有状況調査（日本脳炎感染源調査）

を毎年行っており，本県は 1966年から参加して
いる。今回，2009年から 2020 年における 12年
間の調査結果をまとめたので報告する。

2. 対象と方法

2.1 検査対象

2009年から 2018年は秋田市食肉衛生検査所、
2019年以降は秋田県食肉衛生検査所に搬入され
た県内飼育ブタ（およそ 6 ヶ月齢）について，
毎年 7月下旬から 9月下旬にかけ 10頭づつ 7回
採血を実施（計 70 検体，12 年間で 840 検体）
し、その血清を対象とした。

2.2 検査項目と方法

検査は感染症流行予測調査事業検査術式 2)，

感染症流行予測調査実施要領 3）に従い実施し

た。全ての検体について JEV 抗体の検出及び抗
体価測定を目的に赤血球凝集抑制（HI）試験を
行った。HI 抗体価 10 倍以上を示した検体を抗
体陽性とした。次いで，初期感染の指標となる

IgM 抗体保有状況を確認するため 2-メルカプト
エタノール（2-ME）処理を行い，再び HI 試験
を行った。HI 抗体価が処理前よりも 8 倍以上低
下，もしくは 10 倍未満に低下した場合を 2-ME
感受性抗体陽性（IgM 抗体検出）とした。

3. 結果と考察

2009年から 2020年までの 12年間で抗体陽性
となった検体は 2010年 3 検体，2014年 2 検体、
2015 年 2 検体，2016 年 1 検体の計 8 検体であっ
た（図 1）。8 検体の詳細を表 1 に示す。抗体陽
性であったブタの飼育地に地域的な偏りは認め

ず、県内全域にわたっていた。

また，8 検体全てで 2-ME 感受性抗体が陽性
であった。IgM 抗体は感染後最大 3 週間まで検
出可能 4)なことから，当該ブタは採血日に近い

時期に感染したと思われる。8 検体のうち最も
採血日が早いものは 2010 年 8 月 18 日，最も採
血日が遅いものは同年の 9月 29日であった。こ
のことから，県内での JEV 保有蚊の活動は，早
い年で 7 月下旬から始まり 9 月下旬まで続いた
ことが推測された。

秋田県では 1978年を最後に日本脳炎患者は
確認されていない。しかし，本調査の結果、JEV
抗体を保有する県内産ブタが確認され，年によ

っては県内全域，調査の全期間で日本脳炎に感

染する危険性が未だ存在することが示された。
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4. まとめ

2009 年から 2020 年までの日本脳炎感染源調
において計 8 検体から初期感染を示唆する JEV
抗体が検出され，県内でも日本脳炎に罹患する

可能性があったことが確認された。

今後も JEV 感染に対する注意喚起を行うととも
に，関係機関との連携の下，本調査を継続し，

県内での JEV の動向を注視する必要がある。

謝辞

本調査に御協力いただいた秋田市食肉衛生検査

所，並びに秋田県食肉衛生検査所の皆様に感謝

申し上げます。
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図 1 JEV 抗体陽性数（年別）

表 1 JEV 抗体陽性検体（詳細）

8/18 羽後町 40 ＋

9/22 能代市 10 ＋

9/29 秋田市 10 ＋

9/25 仙北市 10 ＋

9/25 仙北市 10 ＋

8/20 秋田市 10 ＋

9/2 能代市 10 ＋

2016 8/24 小坂町 10 ＋

実施年 採血日 飼育地
HI
抗体価

2-ME
感受性　

抗体

2010

2014

2015
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令和 2 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録

収去食品の理化学検査における漬物の違反事例について（H22～R 元）

若狹有望 中村淳子 小川千春 鈴木忠之 佐藤徹也

1. はじめに

平成 30 年 6 月，食品衛生法が 15 年ぶりに大
きく改正された。改正の背景には，少子高齢化

等による世帯構造の変化に伴い，食へのニーズ

の変化（調理食品，外食・中食への需要の増加

等）や食のグローバル化の進展等，我が国の食

を取り巻く環境が大きく変化したことが関わっ

ている。また，そのような変化とともに，都道

府県境を超える広域的な食中毒の発生や，食中

毒発生数の下げ止まり等，食品による健康被害

への対応及び安全性の確保が喫緊の課題となっ

ている 1)。

今回の法改正により営業許可制度が見直さ

れ，令和 3 年 6 月から，漬物製造業他数業種が
新たに営業許可対象となる。また，すべての食

品等事業者は，一般衛生管理に加え，HACCP
（Hazard Analysis and Critical Control Point）に沿
った衛生管理を実施することが求められる。

県が行う食品製造施設等の監視指導や食品等

の収去検査において，当センターでは平成 22年
度から添加物の分析等を受け持っている。そこ

で，令和 3 年 6 月から営業許可対象業種となる
漬物製造業に対する監視指導の参考となるよ

う，平成 22 年度から令和元年度までに行った収
去食品の理化学検査における漬物の違反事例を

報告する。

2. 対象と方法

平成 22 年度から令和元年度までの 10 年間に
実施した収去食品の理化学検査（2,071 検体，
5,809件）のうち，漬物の検査結果 360検体，1,102
件を解析した。

3. 結果

食品の種類別に違反割合を比較すると，漬物

が 15.6 %で，最も高かった（図 1）。漬物 360
検体のうち，食品添加物の使用基準を超えたも

の（基準違反）は 4 検体，検査結果と食品表示
が異なっていたもの（表示違反及び不適切表示）

は 52検体であった。
漬物の検査件数 1,102 件のうち，違反件数は

69 件であった（表 1）。その内訳はサッカリン
ナトリウム（甘味料，以下「サッカリン」と表

記）45 件，タール色素（着色料）17件，ソルビ
ン酸（保存料）7 件となり，サッカリンが全体
の 3 分の 2を占めた（図 2）。

図 1 食品の種類別の違反割合

表 1 漬物の検査項目と違反件数及び違反割合

検査項目 検査件数 違反件数 違反割合（%）

     サッカリン 326 45 13.8 

     タール色素 300 17 5.7 

     ソルビン酸 326 7 2.1 

　　 その他（pH，二酸化硫黄，水分活性） 150 0 0.0 

合計 1,102 69 6.3 

図 2 漬物の違反の検査項目別内訳

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 58 -



基準違反 表示違反※

Ａ あり 基準値超過 ○ 1

Ｂ なし 基準値超過 ○ ○ 3

Ｃ あり 不検出あるいは定量下限値未満 ○ 14

Ｄ なし 基準値内 ○ 48

Ｅ あり 基準値内 ○ 3

違反種類

※不適切表示を含む。

区分 表示 検出量 件数

表 2 漬物の違反の区分と件数

図 3 漬物の違反の区分別内訳

区分
漬物の
分類

検査項目 詳細

Ａ 塩漬 サッカリン
　表示のあったサッカリンが検出された。
　検出量は0.25 g/kgで，基準値（0.20 g/kg）を超えた。

塩漬 サッカリン
　表示のないサッカリンが検出された。検出量は0.53 g/kgで，基準値（0.20 g/kg）を超えた。
  製造者は，当該検体をたくあん漬（基準値2.0 g/kg）だと誤認してサッカリンを使用していた。

塩漬 サッカリン
　表示のないサッカリンが検出された。検出量は0.62 g/kgで，基準値（0.20 g/kg）を超えた。
　製造者が目分量でサッカリンを添加していたが， 表示担当者はそれを把握していなかった。

しょう油漬 サッカリン
　表示のあったサッカリンが定量下限値未満（<0.01 g/kg）であった。
　原材料のしょう油をサッカリン不使用のものに変更したが，表示を修正していなかった。

たくあん漬 ソルビン酸
　表示のあったソルビン酸が定量下限値未満（<0.01 g/kg）であった。
　ソルビン酸の使用をやめたが，表示を修正していなかった。

酢漬 サッカリン
　表示のあったサッカリンが定量下限値未満（<0.01 g/kg）であった。
　他商品のラベルを，名称のみ修正して転用したため，原材料や添加物等の表示が誤っていた。

みそ漬 タール色素
　表示のない黄色4号が検出された。
　原材料の「いぶり大根」に黄色4号が使用されていた。

たくあん漬 サッカリン
　表示のないサッカリンが検出された。検出量は0.04 g/kgで，基準値（2.0 g/kg）未満であった。
　サッカリンを使用した別の漬物を同日に製造しており，製造過程でサッカリンが当該検体に混入した。

みそ漬 サッカリン
　表示のないサッカリンが検出された。検出量は0.03 g/kgで，基準値（1.2 g/kg）未満であった。
  原材料のしょう油をサッカリン含有のものに変更したが，表示を修正していなかった。

塩漬 サッカリン
　表示のないサッカリンが検出された。検出量は0.02 g/kgで，基準値（0.20 g/kg）未満であった。
　普段と異なる製造担当者が，別食品に使用するサッカリンを誤って漬物にも使用した。

たくあん漬 サッカリン 　業者による漬物の分類が誤っており，正しくはたくあん漬であったが，塩漬と表示されていた。

塩漬 タール色素 　表示のあった赤色105号が検出されず，表示のない赤色102号が検出された。

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

表 3 漬物の特徴的な違反事例

漬物の違反について，「表示の有無」及び「検

出量が基準値内であったか」という 2 つの観点
から，A～E の 5 つに区分した（表 2）。その結
果，区分 D「表示なし，検出量は基準値内」が

最も多く，全体の約 7 割を占めた（図 3）。ま
た，区分毎に，特徴的な違反事例を表 3 に挙げ
る。
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4. 考察

漬物の違反事例を解析した結果，「サッカリ

ンに関する違反」と「使用表示がないが検出さ

れるケース」が多い特徴が浮かび上がった。前

者の要因としては，サッカリンは砂糖の 300～
500 倍の甘味を持ち，少量でも十分な効果が得
られ，漬物の保存性，色持ち及び食感を良好に

保つため，砂糖の代替として漬物及びその原材

料に多用されることが推測された。後者の要因

としては，製造者の原材料に含まれる添加物の

認識不足，表示内容の確認不足及び他食品と比

べて漬物の表示のルールが複雑であるために理

解不足が生じ記載のミスが誘発された可能性が

考えられる。漬物の分類は多岐にわたるため，

その誤認から表示を誤ったケースや，使用基準

を超えて添加物を使用したケースもあった。以

上のことから，製造者に対して，添加物を適切

に使い使用状況を記録するなど衛生・製造管理

を正しく行うよう指導することと，表示のルー

ルを周知し正しく記載する意識を醸成すること

が重要だと考える。

これまで漬物の製造については，要許可業種

ではなかったため，他業種に比べて開業が容易

で衛生・製造管理や表示に関して理解不足のま

ま営業する場合があったと考えられた。今後，

法改正により，営業には物的要件（基準に適合

する施設を有すること）及び人的要件（食品衛

生責任者を設置すること）を満たすことが必要

となる。また，HACCP に沿った衛生管理が求め

られる。これらの実施に関わる着実な指導は，

漬物製造業者に対して，適切な衛生・製造管理

ができる仕組みづくりと表示のルールに関する

理解を促進し，漬物の違反の減少につながるこ

とが期待される。

5. まとめ

平成 22年度から令和元年度までの 10年間に
実施した収去食品の理化学検査における漬物

の検査結果を解析した。食品別の違反割合は，

漬物が最も高かった。漬物 360 検体のうち，基
準違反は 4 検体，不適切表示を含む表示違反は
52 検体であった。検査項目別ではサッカリン
が，違反の区分別では「表示がなかったが検出

され，検出量は基準値内であった」ケース（区

分 D）が最も多かった。
漬物の製造については，令和 3 年 6 月から新

たに営業許可対象となることから，今後，衛生

・製造管理の適切な実施と表示のルールに係る

理解がより一層求められる。その一助となるよ

う，当センターは信頼性の高い検査を実施する

とともに，監視指導の参考となるデータを保健

所に提供し，食品の安全性の確保に貢献した

い。

参考文献

1) 新訂 早わかり食品衛生法〈食品衛生法逐条

解説〉第 7 版，公益社団法人日本食品衛生協
会，2020 年
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令和 2 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録

令和 2 年度残留農薬検査におけるトマト検体からの
メタミドホスの検出について

松渕亜希子 古井真理子 藤井愛実 佐藤徹也 今野禄朗 * 小林 満 *

1. はじめに

当センターでは，食品衛生法に基づいて毎年

度定められる秋田県食品衛生監視指導計画に則

り，県の各保健所が収去した県内流通食品（主

に野菜・果実）について，残留農薬検査を行っ

ている。

令和 2 年 7 月に県内産トマトの検査を行った

ところ，北秋田保健所から搬入された検体にお

いて，無登録農薬※1 のメタミドホス※2 が，基準

値※3 と同値で検出された。この検体からは，メ

タミドホスの前駆物質であり，登録農薬※4 のア

セフェート※5 も検出されたため，当該メタミド

ホスは，作物体中でアセフェートが代謝された

結果，生じたものであると考えられた。

基準値超過違反のおそれがあることから，確

認のため再検査を行った結果，再度メタミドホ

スが検出され，初めの検査と同水準であった。

最終的には，収去から検査までの各過程におけ

る誤差等を考慮して，基準値と同値とし“基準

値を超えてはいない”と判断した。

残留農薬の基準値超過に至る原因としては，

生産者の農薬の誤使用やドリフトが大半を占め

るが，このように農薬の代謝物が要因となるの

は非常に特殊であり，今回，この事例をまとめ

たので報告する。

2. 対象と方法

2.1 検査対象

トマト 7 検体

産 地：秋田県

検体量：約 2 kg
※ 7 保健所（大館，北秋田，能代，中央，

本荘，大仙，横手）が 1 検体ずつ収去。

2.2 検査試料の調製

当センターの標準作業書に従って調製した。

搬入された検体 2 kg のうち，1 kg を無作為に取

り出して検査用とし，残りの 1 kg を予備用に有

姿で冷蔵保存した。検査用 1 kg の各個体のヘタ

を除いて縦切りに 4 分割し，一方の対角の 2 個

をペースト状になるまで粉砕し，もう一方の対

角の 2 個を冷凍保存した。ペースト状のものを

A，冷凍保存したものを B，予備用の 1 kg を C
とし，A から 10 g を量り採り，前処理用の試料

とした（図 1）。

図 1 検査試料の調製

2.3 前処理および測定

当センターの標準作業書に従って実施した。

試料に有機溶媒と塩類を加えて抽出と塩析を行

い，残留農薬が溶解した抽出液を得た。抽出液

の一部を固相カラムで精製したものを調製して

試験溶液とし，質量分析計（GC-MS/MS※ 6，

LC-MS/MS ※ 7）を用いて測定した（図 2）。

GC-MS/MS で 275 項目，LC-MS/MS で 147 項目

を測定し，全ての項目で定量下限値を 0.01 ppm，

検出下限値を 0.005 ppm とした。また，妥当性

評価試験を行い，適合した項目について報告す

ることとし，報告下限値を 0.01 ppm とした。な

お，メタミドホス，アセフェートは LC-MS/MS
で測定した。

検体 2kg

検査用 1kg 予備用 1kg
C

縦割り4分割

対角の2個 対角の2個

ペースト状に粉砕

前処理用 冷凍保存

A B

試料10 g 採取

*北秋田振興局福祉環境部（北秋田保健所）

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 61 -



TIC of +MRM (124 pairs): Exp 1, from Sample 2 (Kitaakita) of SAM.wiff (Turbo Spray) Max. 5.2e4 cps.
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XIC of +MRM (124 pairs): Exp 1, 141.900/94.100 amu Expected RT: 5.0 ID: Methamidophos_1 from Sample 2 (Kitaakita) of SAM.wiff (Turbo Spra... Max. 5.1e4 cps.
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← メタミドホス

← アセフェート

図 2 前処理フロー

3. 結果

LC-MS/MS で測定したデータを解析した結

果，北秋田保健所の検体において，無登録農薬

であるメタミドホスが 0.022 ppm 検出された。

厚生労働省通知※8 に準じて端数処理を行ったと

ころ，メタミドホスの基準値 0.02 ppm と同値の

0.02 ppm となり，基準値を超える可能性が懸念

された。この検体からは，アセフェートが 0.009
ppm 検出されたことから，当該のメタミドホス

は，トマトに使用が認められているアセフェー

試料 10 g

抽　出

塩　析

遠心分離

残　渣

抽出・塩析

遠心分離

上層分取

抽出液

精　製

試験溶液

GC-MS/MS測定 LC-MS/MS測定

ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

硫酸ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ、食塩、ｸｴﾝ酸塩

ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ

固相ｶﾗﾑ

GC：C18、SAX-PSA
LC : C18-PSA

トが作物体中で代謝され生じたものと考えられ

た（図 3）。

“検査に見落としがなかったか”，“偶発的

な事象か”を確認するため，最初に検査に用い

た試料 A に加え，冷凍保存した試料 B，予備用

の試料 C の 3 試料（各 n=2）について再検査を

実施した。その結果，メタミドホスが A：0.026
ppm，B：0.034 ppm，C：0.013 ppm（平均 0.024
ppm，相対標準偏差 RSD% 39.8%）検出された。

アセフェートについても A：0.012 ppm，B：0.026
ppm， C： 0.010 ppm（平均 0.016 ppm，RSD%
47.6%）と 3 試料から検出された。

再検査の結果から，メタミドホスの残留は確

実であると考えられたが，A～C の検査値のばら

つきが大きいこと，収去から検査までの各過程

における誤差（サンプリング誤差，測定誤差）

等を総合的に勘案し，最終的に“基準値を超え

てはいない”と結論した。

生活衛生課及び保健所へは，標準作業書に従

って最初の検査で出した値を採用し，メタミド

ホスについて，基準値と同値の 0.02 ppm と報告

した。また，基準値超過に係る際どい件である

ため，同値とした経緯について詳しく説明した。

他の 6 検体については，いくつか農薬が検出

された検体があったが，基準値を超えるものは

なかった。

図 3 北秋田検体の LC-MS/MS によるクロマトグラム

（上：トータルイオンクロマトグラム 下：メタミドホス、アセフェートを選抜したもの）
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4. 本事例に関する一考察

メタミドホスは，農薬取締法による登録はさ

れておらず，日本国内での使用が禁止されてい

る。しかし，登録農薬アセフェートの一部が作

物体中で代謝されて生じること，外国によって

は使用が認められていることから，今回のトマ

トを含め基準値が設定されている食品がある。

基準値が設定されていない食品において，メタ

ミドホスの残留があった場合は，対象外の農薬

が使用された可能性があるということになり，

一律基準 0.01 ppm が適用される。

これまで，残留農薬の基準値は，一生涯にわ

たってその農薬を摂取しても悪影響が生じない

かどうかという評価（長期暴露評価）に基づき

設定されてきたが，平成 26 年から，比較的高濃

度の農薬が残留する作物を一度に多量に摂取し

た場合の評価（短期暴露評価）についても追加

された。

新たに登録される農薬については，長期およ

び短期暴露評価の双方の結果から基準値が定め

られるが，既に登録されている農薬については，

アセフェート，メタミドホス等の優先度の高い

ものから短期暴露評価が行われ，基準値が見直

されることとなった。

短期暴露評価の結果次第では，一部の農薬で，

従来の使用方法では基準値を超過してしまう可

能性が出てきたため，農林水産省では，農薬メ

ーカーが自主的に短期暴露評価を推定し，登録

を受けている農薬の使用方法を変更する必要が

ある場合には，基準値の見直しを待たずに，十

分な時間的猶予をもって変更の申請を行うよう

要請している※9。

この要請を受け，平成 26 年には，アセフェー

ト含有製品を製造・販売している各メーカーが，

基準値のある程度の引き下げを想定し，使用方

法の変更を申請している。使用方法の主な変更

点としては，当該農薬の適用作物（トマト，だ

いこん，キャベツ等）への使用回数の削減と使

用時期の前倒しが挙げられる※10。また，この変

更については，秋田県を含む各都道府県におい

て，農薬使用者である生産者に対し周知徹底さ

れている※9, 11。

各農薬メーカーの取り組みから少々遅れて平

成 30 年に，厚生労働省通知※12 が出され，トマ

トについては，アセフェートの基準値が 5.0 ppm

から 0.03 ppm に，メタミドホスの基準値が 2.0
ppm から 0.02 ppm に改正され，およそ従前の 100
分の 1 以下となり，大変厳しい規制となった。

上記を踏まえて，今回，メタミドホスが基準

値の水準で検出された原因として，次の 3 点の

いずれかが推察された。

○ 実際にアセフェートが使用されていると仮

定した場合

① 変更された使用方法に対応せず，従来の方

法で使用したため，アセフェートの使用総

量が多くなり，結果的に基準値の水準でメ

タミドホスが生じた。

② 使用方法は遵守されていたが，その時点で

のトマトの生育環境によって，アセフェ

ートの代謝が進み，基準値の水準でメタミ

ドホスが生じた。

○ アセフェートが使用されていなかった場合

③ トマトの生産場所の周辺で栽培されてい

る作物にアセフェートが使用され，それが

トマトに飛散し，後にメタミドホスに変化

した（いわゆる「ドリフト」）。

後日，北秋田保健所の担当者が，生産者へ聞

き取りや栽培履歴の確認を行ったところ，アセ

フェート含有製品を使用していたが，使用方法

は適正であり問題無いとのことだった。したが

って，②の「使用方法は遵守されていたが，そ

の時点でのトマトの生育環境によって，アセフ

ェートの代謝が進み，基準値の水準でメタミド

ホスが生じた」が，原因として最も有力である

と考えられた。

作物中の農薬の残留や代謝物の生成は，種々

の生産条件（品種，気候，栽培条件等）によっ

て，ある幅を持って変動する。基準値は，この

変動の幅に重ならないよう余裕を持たせて設定

されている。アセフェート由来のメタミドホス

についても，各データを元にした試算から，農

薬の適正使用を前提にして，余裕を持たせて設

定されたと思われる。

しかし，今回の一件では，個別の生産条件に

なると，メタミドホスの消長が基準値内で収ま

らない場合もあることが示唆された。また，新

基準値が旧基準値に比べて 100 分の 1 以下と相

当低くなり，農薬の消長に関する許容幅が相対
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的に狭まっていることも関係していると考えら

れる。

残留農薬の基準値超過に至る主な原因として

使用方法を守らず不適切に使用した，散布器具

の洗浄不足で前回散布した農薬が混合してしま

った等の生産者のミス，散布された農薬が周辺

の対象外の作物に飛散してしまう現象「ドリフ

ト」等がある。今回のように使用可能な農薬の

代謝物が意図せずに基準値超過のリスクを伴う

ことは，非常に特殊なケースである。

今後，このような事例が散見されるようにな

れば，生産者にとって大きな損失につながるこ

とから，防除体系の見直しや基準値の再評価等，

抜本的な解決策が必要になると思われる。

※1 無登録農薬とは農薬取締法に基づき，農林水産大臣に

よる登録を受けていない農薬のこと。日本では製造・

販売・使用が禁じられる。

※2 殺虫剤。ダニ，ウンカ，アブラムシ等広く害虫に効果

があるが，毒性が非常に高いため，日本では登録され

ておらず，使用できない。海外では使用可能な国もあ

る。平成 19 年 12 月から 20 年 1 月にかけ，千葉県及び

兵庫県の 3 家族 10 人において，中国製冷凍ギョーザが

原因とされる健康被害が発生した。その原因食品から

検出されたのが，このメタミドホスである。当時，本

件は社会的な大事件となり“メタミドホス”も一般に広

く知られることとなった。

※3 食品衛生法第 7 条に基づく食品の規格基準のひとつ。

食品への残留が許される農薬の最大限度量。この限度

量を超えた農薬を含む食品は，食品衛生法違反に該当

し，流通・販売等が禁止される。

※4 登録農薬とは農薬取締法に基づき，農林水産大臣によ

る登録を受けた農薬のこと。

※5 殺虫剤。ヨトウムシ，アオムシ，アブラムシ等に優れ

た効果を示す。日本では登録されており，世界でも広

く使用されている。一部が植物体中で代謝され，メタ

ミドホスが生じる。「オルトラン」や「ジェイエース」

等の商品名で発売されている。

※6 ガスクロマトグラフタンデム型質量分析計の英語表記

Gas chromatography tandemmass spectrometer の略語。

※7 液体クロマトグラフタンデム型質量分析計の英語表記

Liquid chromatography tandemmass spectrometer の略語。

※8 厚生労働省通知「食品に残留する農薬，飼料添加物又

は動物用医薬品の成分である物質の試験法」（平成 17

年 1 月 24 日付け食安発第 0124001 号）『分析値を求め

る際には，基準値より 1 桁多く求め，その多く求めた

1 桁について四捨五入するものとする』

※9 農林水産省通知「短期暴露評価により変更される農薬

の使用方法の周知等について」（平成 26 年 9 月 10 日

付け 26 消安第 2882 号，改正 平成 26 年 11 月 5 日）

※10 農林水産省事務連絡「短期暴露評価により変更される

農薬の使用方法の変更について（有効成分アセフェー

ト）」（平成 26 年 9 月 11 日）

※11 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/9192 美の国

あきたネット「短期暴露評価により変更される農薬の

使用方法について」〔accessed January 12, 2021〕.

※12 厚生労働省通知「食品，添加物等の規格基準の一部を

改正する件及び食品衛生法第 11条第 3 項の規定により

人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるも

のとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する

件について」（平成 30 年 10 月 18 日付け生食発 1018

号第 1 号）.

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 64 -



図 1 調査地点

令和 2 年度秋田県保健環境業務研究発表会抄録

コロナ禍における秋田空港航空機騒音調査結果

池田努 和田佳久 伊藤佑歩

1. はじめに

秋田県では，昭和 56 年 6 月に開港した秋田空
港の周辺における航空機騒音の実態を把握する

ため，「航空機騒音に係る環境基準」の類型を

当てはめた周辺地域において，騒音測定調査を

実施している。調査は，空港西側の秋田市雄和

安養寺地区及び東側の同藤森地区を基準点と

し，通年測定を行っており，平成 7 年度からは
24 時間監視を行っているほか，堤根を補助点と
して測定を行っている。近年は，安養寺と藤森

においては騒音が環境基準（地域類型Ⅱ：時間

帯補正等価騒音レベル（Lden）62 dB）から 10 dB
近く低い値が測定されており，また測定値に大

きな変化もなく推移していた。令和元年度も安

養寺で藤森において月間値で Lden 50 dB 前後測
定され，定期旅客便も 1 日あたり 42 便，毎月の
全離発着回数も 1,400 回前後と，ここ数年空港
の運行状況に大きな変化はなかった。しかし，

新型コロナウイルス禍において，離発着回数及

び月間値（Lden）が過年度と大きく異なっていた

ので，令和 2年 1 月から 12 月までの調査結果を
報告する。

2．調査方法

2.1 秋田空港の概要

所在地：秋田市雄和椿川

滑走路長さ：2,500 m
環境基準地域類型：Ⅱ類型（環境基準：Lden62

dB 以下）
1 日あたりの定期旅客便数：42 便（令和 2 年

1 月現在）
駐在部隊等：航空自衛隊の救難隊，秋田県警

及び秋田県消防防災航空隊等

2.2 測定方法

安養寺，藤森の測定局及び堤根の補助点の位

置を図１に示す。騒音測定は，リオン(株)製

NA-37 により行い，上空で発生する航空機騒音
を識別装置により区別し取り込み，合わせて実

音録音も行い上空音の識別に利用した。データ

は，オフラインで回収し，健康環境センターに

ある中央局で解析した。秋田空港の離発着デー

タは，秋田空港管理事務所から提供を受け，離

発着回数等の解析に使用した。

2.3 時間帯補正等価騒音レベル（Lden）

環境基準は時間帯補正等価騒音レベル（Lden）

で定められている。この騒音レベルは，昼間，

夕方，夜間の時間帯別に重みをつけた個々の航

空機騒音レベル（LAE）を合算し，観測時間で平

均した１日の等価騒音レベルであり，単位はデ

シベル（dB）である。なお，式で表すと次のと
おりとなる。

LA E,di：昼間（7:00～19:00）の時間帯におけるｉ番目の LAE

LA E,ej：夕方（19:00～22:00）の時間帯におけるｊ番目の LAE

LA E,nk：夜間（22:00～7:00）の時間帯におけるｋ番目の LAE

T0：基準化時間（1 秒）

T ：観測１日の時間（86,400 秒）

3. 航空機騒音調査結果

平成 29 年以降の秋田空港航空機騒音調査結
果を図 2 に示した。令和元年以前は月間値に大
きな違いは見られなかったが，令和 2 年は過年
より大きく変動し，安養寺及び藤森の調査結果

は，どちらの測定局も 1 月が最高値で，5 月が
最低値，6 月以降は増加傾向を示したが，12 月
に再び減少した。騒音測定値は最高値の 1 月と
最低値の 5月では，約 7～8 dB の差があった。
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表１ 新型コロナウイルスに関する出来事（令和 2 年)

図 3 秋田空港における定期旅客便離発着回数と

航空機騒音レベル

令和 2 年の月別の定期旅客便の離発着回数と
航空機騒音レベルを図 3 に示した。離発着回数
は，定期旅客便と救難隊等その他の離発着回数

と分けて表示した。定期旅客便がほぼ予定どお

り就航している 1 月と比べ，5 月の定期旅客便数
が就航予定の 1/3 近くまで減ったため，離発着回
数が大幅に減少し，それに伴い騒音の低下がみ

られた。5 月に定期旅客便の運休が最多となった
のは，新型コロナウイルス感染拡大に伴い全国

的に「緊急事態宣言」（表１）が発令され，人

の移動が制限されたことに由来する。「緊急事

態宣言」が解除され，都道府県をまたぐ移動自

粛が緩和された 6 月以降は定期就航便数が回復
し離発着回数が増加し，それに伴い騒音測定値

も増加傾向となった。

一方，人の移動が特に多くなる 8 月に定期旅
客便の運休が減少し，就航予定の約 7 割まで回
復したにもかかわらず，騒音測定値がそれほど

高くならなかったのは，離発着回数が近い 3 月
と比べると，騒音レベルに重みがつく，夕方（19
時以降）の定期旅客便の運休した割合が 3 月で
約 10％なのに対し，8 月は約 50％が運休してい
たためと推定している。

9～11 月の離発着回数が少ないにもかかわら
ず，航空機騒音レベルが低くならなかったのは，

測定値に重みが付く夕方に飛ぶ機体が 8 月の機
体から騒音の大きな機体に変更になったため，

離発着回数に比べ騒音レベルが高くなったので

はないかと推定している。

4. まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大により国内の

Lden

環境基準（６２ｄB）

Lden

環境基準（６２ｄB）

図 2 秋田空港における航空機騒音レベル（Lden)

1月16日 　国内で初めて感染確認

3月24日 　東京五輪延期決定

4月16日 　全国に「緊急事態宣言」の発令

5月25日 　「緊急事態宣言」の解除

6月19日 　都道府県をまたぐ移動自粛の緩和

7月22日 　「Go Toトラベル」始まる

7月29日 　1日の国内感染者数1,000人超

11月5日 　1週間に全国でクラスターが100件超発生
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移動が制限され，これにより秋田空港に就航し

ている定期旅客便の運休が相次いだ。その結果，

秋田空港周辺の航空機騒音レベルが大幅に低下

し，特に運休が最多となった「緊急事態宣言」

後の 5 月は令和 2 年内で最低値となった。5 月
25 日の「緊急事態宣言」解除後は，定期旅客便
の離発着回数の回復により，航空機騒音レベル

も通常に戻りつつあったが，感染再拡大のため

定期旅客便の運休の増加により 12 月は再び減
少している。

また，定期航空便の便数が通常より少なくな

り，さらに，昼間と夕方の時間帯ごとの便数の

違いにより，Lden の評価値に違いが現れたと推

定している。

参考文献

1）環境省水・大気環境局：航空機騒音測定・評
価マニュアル（改訂版, 令和 2年 3 月）．

2）伊藤佑歩：秋田空港および大館能代空港にお
ける WECPNL と Ldenの比較，秋田県健康環
センター年報，12，2016，56-58．
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Ⅳ 発表業績





1．学会発表

エンテロウイルス D68 型に感染した乳飲み
マウスにおけるガンマグロブリン製剤の効

果

斎藤博之 柴田ちひろ 清水博之*1

第 61 回日本臨床ウイルス学会

2020年10月 新潟市（Web開催）

【目的】2015 年秋に，我が国においてエンテロ
ウイルス D68 型（EV-D68）の大きな流行があり，
その際，急性弛緩性麻痺との関連が疑われたも

のの，未だ解明には至っておらず，治療指針も

確立していない。我々は，感染症発生動向調査

で収集された検体から，乳飲みマウス(SM)を用
いて EV-D68 を分離することに成功した。今回
は，その分離株を用いて SM におけるガンマグ
ロブリン製剤による発症阻止効果について検討

したので報告する。

【材料と方法】供試ウイルスとして病原体定点

医療機関で採取された咽頭拭い液から SM にて
分離された EV-D68 の内 2 株（ Akita/527 と
Akita/507株）を用いた。100 LD50 のウイルスを

SM（体重約 3 g）の後背皮下に接種し，1～5 日
後にガンマグロブリン製剤（静注用：米国製）

0.4 mg を 3 日間連続で腹腔内投与した後，10日
間，麻痺等の所見を観察した。

【結果】Akita/527 株の接種後，何も処置を行わ
なかった個体は 5 日後に前肢に及ぶ特徴的な弛
緩性麻痺を発症した。1～3 日目からガンマグロ
ブリンを投与した個体は，その後の観察で所見

は認められなかったが，4 日目から投与を開始
した個体はその 2 日後（接種後 6 日目）に麻痺
を発症した。一方，Akita/507株を接種した個体
は，翌日から投与を開始した個体は発症を阻止

できたものの，2 日目からの投与ではその 7 日
後（接種後 9日目）に麻痺を発症した（2 匹中 1
匹）。3 日目からの投与ではその 2 日後（接種
後 5 日目）に麻痺を発症し，さらには躯幹部の
側弯変形を認めるに至った。

【考察】ガンマグロブリンをヒトに用いる際は

100～150 mg/kg を 3 日間投与するのが基本であ

るが，今回の投与量は 133 mg/kg に相当する。
感染後早期に投与を開始した個体は発症せずに

推移したが，毒性が特に強いと思われるウイル

ス株もあるため，効果についてはさらなる検討

が必要である。

*1：国立感染症研究所

新型コロナウイルス検査の実際と県内での

病原ウイルス検出状況

斎藤博之 秋野和華子 藤谷陽子 樫尾拓子

齊藤志保子 柴田ちひろ 佐藤由衣子

秋田応用生命科学研究会第 33 回講演会
2020年 11月 秋田市

【目的】2020 年 2 月 14 日に本県で初めて新型
コロナウイルス(SARS-CoV-2)の検査が実施さ
れてから 8カ月が経過し，県内では 11 月 6日時
点で 66人から SARS-CoV-2が検出されている。
しかし，陽性が確認される都度に“〇×例目”と
して報道されるだけであることから，実際の検

査がどのように行われているのか県民が知る機

会はほとんどない。今回の講演会では，

SARS-CoV-2 検査の実際を紹介する。
【方法】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
疑いで保健所から搬入される検体は咽頭拭い

液，鼻腔拭い液，唾液，喀痰などの呼吸器由来

のものであり，これらは陰圧実験室（P3 実験室）
内に設置された，クラスⅡ安全キャビネットの

中で開封・不活化処理される。検体に含まれる

RNA を抽出した後，one-step RT-real-time PCR
によるウイルスゲノムの増幅が行われる。

【結果と考察】2020 年 11 月 6 日までに，当セ
ンターでは 1,666 検体を受け入れ，その内 100
検体において SARS-CoV-2のゲノムが検出され
ている。検体は 8 カ月間ほぼ連日搬入されてい
るが，検査件数が急増したタイミングは 3 回あ
った。3 月末から 4 月上旬にかけては学校関係
者や病院関係者の感染事例，8 月上旬には JRバ
スケットボール部のクラスター事例，9 月下旬
には介護施設関係者の感染事例があり，それぞ

れ大規模な疫学調査が実施された。この内，検
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体数だけではなく，実際の感染者も急増したの

は JR バスケットボール部事例だけである。本県
は，感染者数が全国で 3 番目に少ないが，理由
の一つとしてクラスターが 1 事例だけで，他は
初期の段階での封じ込めに成功していることが

あげられる。

八郎湖流域における SSの粒度分布特性及び

環境動態解析

玉田将文，小林渉，鈴木大志，鎗目隼平，

野村修，梶谷明弘，和田佳久

第 55 回日本水環境学会年会
2021 年 3 月 京都市（Web 開催）

秋田県の八郎湖は，SS を含む流域水田排水の
汚濁負荷等により COD，全窒素及び全リン濃度
が水質環境基準を超過し，今後の水質改善対策

には水田排水や湖内 SS の環境動態の知見が重
要となる。そこで大潟村の南部排水機場（SDS）
・北部排水機場（NDS），大潟村内水田排水路

を含む八郎湖流域の水試料中 SS 等の粒度分布
特性及び環境動態について解析した。

2019 年 3 月以降に SDS，NDS，大潟村内水田
土壌試料及び八郎湖 SDS排水先水域 5調査地点
A～E の水・底質試料を，2020 年 4 月以降に大
潟村内水田排水路の水・底質試料を採取した。

採取試料中の SS 濃度等を JIS K 0102 に従い，粒
度分布をレーザー回折・散乱法，底質試料中の

全炭素濃度等を有機元素分析装置で分析した。

泥分率（粘土分+シルト分）は，水田土壌試料
が 80～95%，排水路水試料中 SS が 93～100%
（2020 年 6 月及び 8 月）であったが，排水路底
質試料は泥分率 7～15%，砂分が 85～93%を占
め，排水中 SS 粒子は相対的に粒子径が大きい砂
分粒子が排水路流下中に沈降したと推測された。

次に地点 A～Eの水試料中 SS及び底質試料の
粒度分布は，2019 年 5 月及び 2020 年 5 月の水
試料中 SSの粘土分は 65～86%であったが，2019
年 8 月及び 2020 年 9 月の粘土分はそれぞれ 39
～46%及び 4～32%となった。これは，5 月の灌
漑期に採取した試料が，粘土分を比較的多く含

有する SDS排水の影響を受けたと推測された。
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2．他紙掲載論文等

2.1 筆頭著者論文

食中毒事例で分離された Staphylococcus

argenteus の同定と性状解析

髙橋志保 今野貴之 樫尾拓子

小川千春 熊谷優子

日本食品微生物学会雑誌

37, No.1, 2020, 20–23.

 ブドウ球菌食中毒は，食品中で菌が増殖する
際に産生する毒素を摂取することにより引き起

こされる食品内毒素型食中毒である。症状は嘔

気・嘔吐が主で，通常，汚染食品を摂取後 2～4
時間で発症し，腹痛や下痢を伴うこともある。

原因菌は黄色ブドウ球菌が一般的であるが，近

年 ， 国 内 で は 類 縁 菌 で あ る Staphylococcus
argenteus を原因とする食中毒も報告されてい
る。S. argenteus は，2015 年に黄色ブドウ球菌
より細分化された新種で，主な性状は色素産生

性に違いがあるものの，カタラーゼ試験やコア

グラーゼ試験が陽性であるなど，黄色ブドウ球

菌とほぼ一致しており，鑑別に注意を要する。

2018 年 7 月，秋田県内において，イベント会場
内の仮設店舗 2 軒で提供された焼きそばが原因
と推定される食中毒が発生した。本事例にかか

わる検査として，食中毒起因菌を調査したとこ

ろ，摂食者便に共通してブドウ球菌の集落を認

めた。これらの分離菌の多くが，選択培地上で

白色の弱い卵黄反応を示す集落を形成した。こ

れらの菌株は 16S rRNA 遺伝子の相同性解析で
は菌種の同定が困難であったが，nuc 遺伝子の
相同性解析などから S. argenteus と同定され，
毒素の産生性などから本菌が食中毒の病因物質

と推定された。

秋 田 県 内 の 環 境 水 か ら の Escherichia

albertii の検出と分離株の性状

髙橋志保 今野貴之 樫尾拓子

鈴木純恵 熊谷優子

日本食品微生物学会雑誌

37, No.2, 2020, 81–86.

 Escherichia albertii は，新規の食品媒介性の病
原体である。しかし，患者への感染経路は不明

のままである。本研究では，秋田県の環境水か

ら E. albertii を分離し，その特徴を明らかにす
ることを目的とした。その結果，52 検体中 16
検体から E. albertii が検出され，9 検体から合計
13 株の E. albertii が分離された。いずれの菌株
も，インドール産生やリジンデカルボキシラー

ゼ活性について既述のバイオグループ 1 および
2 の特性を示さなかった。抗菌薬 11 種類に対す
る感受性試験では，1 株がアンピシリン（7.7％）
にのみ耐性を示した。また，すべての株が病原

性遺伝子である eae と cdt に陽性であったが，
stx2f を含む stx には陰性であった。パルスフィ
ールドゲル電気泳動の結果，E. albertii は遺伝的
に不均一であったが，環境水から分離された 2
株はヒト由来の菌株と 80％以上の類似性を示
した。これらの結果から，環境水由来の E.
albertii がヒトに感染する可能性を示唆した。

複数の O 抗原遺伝子型の Escherichia

albertii が病因物質として特定された

食中毒事例

樫尾拓子 今野貴之 髙橋志保 鈴木純恵

伊藤功一 青木順子 榊田 希 佐藤実佳

小西典子 尾畑浩魅 熊谷優子

日本食品微生物学会雑誌

37, No.4, 2020, 183–187.

国内では Escherichia albertii による健康被害
が散見され，公衆衛生上の新たな問題となって

いる。E. albertii は，病原大腸菌の一種である腸
管病原性大腸菌や大部分の腸管出血性大腸菌に

おける主要な病原因子であるインチミンを保有

する他，細胞膨化致死毒素（CDT）を保有する
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CDT 産生菌の一つである．CDT は，カンピロ
バクター，赤痢菌の他，食中毒起因菌と考えら

れている Providencia alcalifaciens でも見つかっ
ている。これらの細菌の病原性における CDT
の重要性についてはいまだ十分解明されていな

いが，実験的に下痢との関連を指摘した報告も

なされており，CDT 産生菌は病因物質になる可
能性がある。2019 年 8 月，秋田県内において開
催されたイベント参加者が，腹痛，下痢，発熱

等を呈し，食中毒の発生が疑われた。食中毒起

因菌を調査したところ，推定された原因施設の

従事者 1 名と患者 7 名から E. albertii が分離さ
れた。また，腸管病原性大腸菌と黄色ブドウ球

菌がそれぞれ従事者 1 名から，P. alcalifaciens
とウェルシュ菌が一部の患者からそれぞれ分離

された。これらの分離株について病原因子の確

認，分子疫学解析を行った結果，E. albertii が病
因物質と推定された。さらに，O-genotyping に
より， 本事例では EAOg9， EAOg18 および
EAOg25 の 3 種類の E. albertii の関与が確認さ
れた。

ウイルス性食中毒の対策に潜む落とし穴

斎藤博之

日本食品微生物学会雑誌

37 , No.3, 2020, 126-131.

令和元 (2019)年の食中毒統計によると，全
国で 1年間に 1,061例の食中毒事例が発生し，
およそ 2割に相当する 212例がノロウイルス
（NoV）によって引き起こされている。患
者数に至っては，全食中毒被害者 13,018名
の過半数に当たる 6,889名がNoVの感染によ
るものである。感染経路は大きく 3通りに分
かれる。第一は，トイレから排泄されたNoV
が下水処理場をすり抜けて海に達し，海産

物を汚染するルートである。第二は，調理

従事者の手指に付着したNoVが食品を汚染
するケースで，食中毒としてはこれが最も

多い。第三は，食中毒の範疇には含まれな

いが，ヒトからヒト，あるいは器物を介し

た間接接触による感染拡大である。原因と

なる病原体も感染経路もわかっているにも

関わらず，こうした健康被害が後を絶たな

いのは様々な予防対策の中に盲点（落とし

穴）があるからで，啓発を行うに際しても

ウイルス性食中毒特有の注意点を押さえて

おく必要がある。NoVの分類や性状，ある
いは検査法等についてはすでに多くの文献

書籍があり，屋上屋を架す結果にならない

ためにも，今回は割愛した。本稿では別の

角度から，一般的に行われている食中毒対

策の中で見落とされているポイントに焦点

を当ててみた。

SARS-CoV-2不検出検体における呼吸器

感染症ウイルス検索

柴田ちひろ 佐藤由衣子

樫尾拓子 齊藤志保子

藤谷陽子 秋野和華子 斎藤博之

Infectious Agents Surveillance Report.
42, No.2, 2021, 46-48.

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が
2020年2月1日に指定感染症に定められて以降，
全国の地方衛生研究所等で新型コロナウイルス

（SARS-CoV-2）の遺伝子検査が実施されの大
部分はSARS-CoV-2不検出であり , 他の呼吸器
感染症が疑われた。これら不検出例を対象に，

他の呼吸器感染症ウイルス等の検索を行った。

2020年2月14日～12月31日までに当センター
に検査依頼のあった2,100名中 , COVID-19確定
患者 70名および濃厚接触者等で無症状者の
1,044名を除いた有症者986名を対象とした。検
査はインフルエンザウイルス（Flu），RSウイ
ルス（ RSV），ヒトメタニューモウイルス
（hMPV），パラインフルエンザウイルス（PIV），
ライノウイルス（HRV），エンテロウイルス
（EV），ヒトコロナウイルス（cHCoV），アデ
ノウイルス（AdV），ヒトボカウイルス（HBoV），
肺炎マイコプラズマ（Mp）を対象に，AdVは
conventional nested-PCR, 他は real-time PCRに
て実施した。

重複感染例を含め有症者986名中195名からい
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ずれかの病原体が検出され , 検出率は19.8％で
あった。若年層で検出率が高く，80代以上の高
齢者で低い傾向がみられた。高齢者の呼吸器症

状には，基礎疾患や細菌性感染症等の関与も大

きいことから，本検討においてもこれらウイル

ス性感染症以外の患者が多く潜在していたと考

えられた。病原体別では , HRV 114例（検出率
11.6％），cHCoV 58例（5.9％），hMPV 10例
（1.0％），HBoV9例（0.9％）の順に多く検出
された。HRVは期間を通じて検出されたが，10
～11月に検出率の増加がみられたことから，同
時期に県内で流行が拡大していたものと推察さ

れた。

2.2 共著論文

Hirotaka Takagi, Tomoichiro Oka, Takashi
Shimoike, Hiroyuki Saito , Takayuki
Kobayashi, Tomoko Takahashi , Chika
Tatsumi, Michiyo Kataoka, Qiuhong Wang,
Linda J. Saif, Mamoru Noda: Human
sapovirus propagation in human cell lines
supplemented with bile acids. Proc Natl Acad
Sci USA, 117 , 2020, 32078-32085, doi:
10.1073/pnas.2007310117.

秋田県健康環境センター年報　第16号　2020

- 72 -



秋田県健康環境センター年報

第16号 令和2年度

発行日 令和3年12月
発行所 秋田県健康環境センター

〒010-0874 秋田市千秋久保田町6番6号
TEL: 018-832-5005
FAX: 018-832-5938






